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第６３回租税研究大阪大会開催にあたり

社団法人日本租税研究協会副会長

宇野 郁夫
（日本生命保険相互会社相 役）

本日は第６３回の租税研究大会に多数の皆様と
講師の方々にご参加をいただき、誠にありがと
うございます。特に財務省の星野審議官、それ
から、総務省自治税務局の杉本市町村税課長に
は業務のご多忙の中、パネリストをお務めいた
だきますことに心より御礼申し上げます。また、
ご出席の皆様方には常日頃当協会の事業活動に
ご支援・ご協力を賜り、あらためて厚く感謝申
し上げます。
さて、私どもは今、内外の経済・社会構造の

激しい変化の中で短期的にも、中長期的にも多
くの重大な問題に直面しております。
本年３月の東日本大震災が発生して既に半年

を経過した今も依然として電力の安定供給問題
を含め、復旧・復興に向けた再建図が描けてお
りません。加えて、急増する社会保障費と財政
悪化といった震災以前からの国家の根幹にかか
わる構造問題についてもいまだ解決の道筋すら
見ることができません。国の歳入の半分を国債
に依存し、総債務残高が１，０００兆円に迫るわが
国の財政は震災の発生により、さらに危機レベ
ルが高まり、まさに国家の信用が根底から厳し
く問われる事態となっております。さらに歴史
的な円高の進行や海外経済の減速懸念の高まり
など、環境の悪化は一段と加速しております。
また、このように問題が累積し続けた結果、

わが国の産業はかつてないほど深刻な空洞化の
危機に直面しております。産業の空洞化は雇用
の減少や技術水準の低下とともに経済の根本的

な成長活力の低下を加速させます。
は税収の減少により公共サービスの
招き、国民の生活水準を悪化させる
につながります。
わが国をこの危機的状況から脱却

には、震災からの復旧・復興、成長
財政・社会保障の抜本的な改革を、
固として推進・実現していく勇気こ
す。分かり切ったことを冷静に実行
こそが今必要です。
そうした中、当協会に求められる

の中立的な立場から税・財政の問題
究し、あるべき税制改正についての
ことにあります。そして、今年の改
キーワードは２つ、「経済活力の強
定財源の確保」であると考えており
れにいたしましても産業の空洞化を
国が持続的で着実な成長を確保して
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は、国内の「経済活力の強化」を図り、これを
エンジンとして雇用の確保と所得の増加につな
がる好循環社会を実現させることが必要です。
そのためには社会のソフトインフラである税制
が、わが国の国際競争力を維持・強化し、国民
の活力や能力を存分に発揮させ得るものでなけ
ればなりません。
また、国民が安定した生活を営めるという安

心感を持つことは活力ある良き社会を作る大前
提となります。将来に対する不安や懸念を払拭
するには一刻も早く財政の健全化を図り、社会
保障の持続性を明示し、確保する必要がござい
ます。そのための「安定財源の確保」に向け、
消費税を引き上げ、安定的でバランスの取れた
税体系を構築することが必要です。特に消費税
については財政のこれ以上の悪化を防ぐために
も、早期に第１段階の引き上げを実施し、２０１５
年までに１０％に引き上げるべきであると考えて
おります。
新政権におきましても経済成長と財政健全化

の両立を目指し、年内に日本再生の戦略を取り
まとめる方針と伺っております。まさに今は国
難のときであり、もうこれ以上の課題の先送り
は絶対に許されません。政府並びに与野党には
真に国益を重視する観点から、スピード感を持
って実効性のある具体的な戦略を果敢に描いて
いただくことを強く期待いたします。
本日の大阪大会におきましては午前中に岡村

教授に研究のご報告をいただきました。午後か
らは「抜本的税制改革を巡る諸課題」をテーマ
に討論会を予定しております。午前に引き続き、
大変有意義なお話を伺えるものと考えておりま
す。ぜひ午後のプログラムに期待し、ご清聴い
ただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
最後になりましたが、ご出席の皆様方のます

ますのご発展をお祈り申し上げますとともに当
協会の活動に対しまして今後ともご支援・ご協
力をいただきますよう切にお願いいたしまして、
私のご挨拶とさせていただきます。ご清聴あり
がとうございました。
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１ はじめに

（岡村） 岡村でございます。本日は「法人税
制における課税関係の継続について」という
テーマでご報告をさせていただきます。このよ
うな立派な会場でご報告をさせていただきまし
て大変光栄に存じます。
本日は、課税関係の継続に関する幾つかの制

度を取り上げ、その目的、効果、さらにはその
副作用のようなものについての検討をしたいと
思います。そして、この検討を通じて、課税関
係の継続についてのピクチャーのようなものを
描くことを試みたいと思います。
また、時間がある範囲で、米国の交換税制に

ついても少し触れてみたいと思います。なぜア
メリカ法を持ってくるかということなのですけ
れども、日本の課税繰延に関する制度のいろい
ろな問題点、あるいは、隠れた欠点や長所とい
ったものが浮かび上がるのではないか、これが
１つです。
それから、課税要件規定に組み込まれた「交

換」を、今日の国際化の流れの中で、どのよう
に考えるべきか、に目を向けて頂ければ、とい
う意図がございます。そのために、本日は、「交

換」という概念にこだわりたいと思います。交
換に関しては、交換契約という民法５８６条の規
定があるわけですけれども、こういったものが
どういうふうに作用するか。あるいは、どれだ
け役に立つのかといったことに触れたいと思い
ます。米国のように、そもそも民法典という形
式の制定法が存在していない国ではどうなって
いるのかということは、参考になると思います。
「交換」という概念は、課税関係の繰延べと

称するさまざまな取引に対する課税の一番基礎
になるところです。たとえば合併という取引を
考えていただけるとわかるかと思うのです。合
併において被合併法人株主に何が起こるかとい

９月２２日（木）・午前報告

岡村 忠生
京都大学大学院法学研究科教授

－圧縮記帳からグループ法人税制へ

法人税制における課税関係の継続について
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うと、被合併法人株式（旧株）が合併法人株式
（新株）と置き換わるわけで、これは一種の交
換と見ることができます。交換とは、広い意味
ではあるものがなくなって、あるものが入って
くるという取引になってくるのだろうと思いま
す。
そうすると、現物出資も交換だ、と言えます。

資産が出資として手放され、株式が入ってくる
ので、そこでは物と物が置き換わっているわけ
です。大事なことは、そこでは金銭がほとんど
介在していないことです。
「交換」は、本日のテーマ「課税関係の継続」
の一番基礎にある構成要素です。最初にこのこ
とを確認し、本題に入りたいと思います。

２ 課税関係の継続とは

２―１ 課税関係の継続

そこで、本日皆様に配布をしていただきまし
た資料（本文文末 １８６頁から～１９７頁掲載）１
頁の２を見て下さい。「課税関係の継続」とい
う言葉が出てきています。これは平成１３年の組
織再編税制が導入されたときに用いられたもの
で、強い印象がある言葉だと思います。
そのときの考え方が一体どういったものであ

るかということをごく大づかみに申しますと、
たとえば譲渡のような何らかの変化、通常は課
税関係が生ずるような法的、又は経済的な変化
が起こっても、通常行われる課税を行わず、取
得価額のような課税上の属性、性質（租税属
性）を更新しないということです。たとえば取
得価額を時価に付け替えるということをしない
のです。そのまま置いておくわけです。
もう少し厳密に述べますと、資産が譲渡され

た場合のように、納税者の資産に対する権利関
係が有意味に変化したとき、その時点で、損益
を計上しなければならないという原則が実現主
義だと思います。この原則に対する例外として、
一定の場合に実現、あるいは、譲渡がなかった

かのように扱うということが、課税関係の継続
の代表例になります。これはそれまで課税繰延
といわれてきた現象と同じです。
課税繰延というのは課税関係の継続の一番中

核にあるもので、法人税での圧縮記帳や所得税
法での交換特例に見ることができます。しかし、
組織再編税制で用いられるときには、それより
も広い意味が与えられました。すなわち、適格
合併、適格分割型分割でのみなし配当課税、お
よび、個人を含む株主段階での株式譲渡につい
ても、課税関係の継続という概念、言葉の意味
が拡張されたと考えられます。１３年改正は、み
なし配当と株主段階での株式譲渡損益について、
その後の時点で課税のチャンスを残すという制
度を設けましたので、これらも、広い意味での
課税繰延と言えると思います。

２―２ 利益積立金額の退場と資本金
等の額へのチャージ

このみなし配当課税の課税繰延べは、適格合
併、適格分割型分割において生じますが、後の
課税を担保するために、利益積立金額が用いら
れます。１３年改正は、利益積立金額を、法人の
留保利益であって株主に対する配当課税がまだ
行われていないもの、と明確に位置づけました。
利益積立金額という概念を、純化したと言って
いいかもしれません。利益積立金額を適格組織
再編成が行われた場合に維持する、それはちょ
うど、取得価額を維持して譲渡益課税を繰り延
べるのと同様です。利益積立金額を維持すると
いうことで、株主に対するみなし配当課税を後
の段階で必ず確保しようという政策がはっきり
と見えたわけです。
その後、会社法改正（合併等対価の柔軟化）

に伴う法人税法の１９年改正がありました。これ
は、以上の原則を動かしたということではない
のだろうと思います。ただ、１９年改正では、完
全親会社株式を組織再編対価として使ったとき
にも適格を維持しましょう、ということが入っ
てきました。このとき、対価たる完全親会社株
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式の含み損益をどう処理するのかという問題が
生じたのです。
この問題、つまり、組織再編対価資産の含み

損益をどう処理するかの問題は、もちろん、自
己の株式についても生じ得ます。自己の株式を
対価とするときも、それは日々刻々と価値が変
動していますから。１３年改正でそこをどうやっ
たかというと、そのときはまだ自己株式しか適
格対価としては使えませんでしたので、自己株
式というのは含み損益がないようなものにする
という処理になりました。つまり、自己が保有
する自己の株式というものは資産ではない、と
いうことで、当時は資本等の金額と言っていま
したけれども、直ちに資本等の金額で調整して
しまおう、最近よく使われる言葉で言えば、そ
こに「チャージ」させよう、ということにしま
した。これによって、自己の株式に生じた含み
損益をどう処理するかという問題を避けていた
というか、それは出て来ないことにしたのです。
でも、１９年改正では、適格組織再編成で完全

親会社株式が使えることになりました。そうす
ると、取得から適格組織再編成までの間に完全
親会社株式に生じた含み損益を、どこに持って
いくのか、という問題が避けられなくなったわ
けです。当時はあまり表立った議論はしなかっ
たと思うのですけれども、どういうやり方をし
たかというと、その含み損益は、結果として、
完全親会社株式を合併等対価として出した法人
の資本金等の額を増減する（チャージする）、
という処理になりました。
資本金等の額にチャージする、という処理方

法がはっきりと正面に出てきたのが、２２年改正
です。これは、本日の１つのお話の焦点になり
ます。２２年改正でグループ法人税制が導入され
ましたが、課税関係の継続といえる措置として、
株式譲渡損益の不計上の規定が新たに２つ設け
られました。
一つは、完全支配関係にあるグループ内にお

けるみなし配当の原因となる取引（みなし配当
事由）に限り、株式譲渡損益を不計上とする措

置です。しかし、譲渡損益の不計上といっても、
やはり、譲渡による損益（的な数値）、譲渡収
入と取得価額との差額は計上されますので、そ
れをどこかに持って行って、引き取ってもらわ
なければなりません。そこで、資本金等の額を
使って吸収する、チャージする、ということに
なりました。
ちなみに、完全支配関係のあるグループの中

でそのグループ法人の株式が譲渡される場合に
ついては、グループとしての実態は何一つ変わ
らないので（完全支配関係ですから）、みなし
配当事由に限定せず、譲渡損益は一切不計上と
すべきだ（課税繰延べではなく）、という考え
方が当然あり得ます。というより、譲渡損益不
計上をみなし配当事由に限定する理由が、今１
つ、はっきりしません。ただ、その場合、資本
金等の額にチャージするという処理方法を、そ
こまで拡大していいのかどうかは、議論の余地
がありそうです。
もう一つは、合併における抱合株式の株式譲

渡損益の不計上です。これは、みなし配当事由
の一つではありますが、完全支配関係は要求さ
れていません。したがって、極端な話をすれば、
１株でも持っているような会社を吸収合併した
ときの抱合株式についても、譲渡損益を出させ
ないこととなりました。そして、その譲渡損益
部分については、資本金等の額にチャージとい
う処理になったわけです。
ちなみに、合併ではなく、分割型分割であれ

ば、抱合株式の譲渡損益が計上可能です。した
がって、もう制度としてはなくなりましたが、
合併類似型分割であれば、このような措置の対
象とはなりません。しかし、それでいいのか、
さらに、そもそも、なぜ抱合株式の譲渡損益が
利益積立金額ではなく資本金等の額にチャージ
されるのか、言い換えれば、単なる損金（益金）
不算入に止めないのかについては、議論の余地
がありそうです。
以上のように、資本金等の額の操作は、１９年

改正のときは、あまり目立たなかったのですが
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（さらに言うと、１３年改正においてすら、いわ
ゆる株主適格となった場合の抱合株式簿価は、
当時の資本積立金額を減額したのですが）、２２
年改正は、これを全面展開したわけです。
しかし、そうなると、１３年改正での利益積立

金額の考え方、つまり、株主段階での課税繰延
の担保という役割が、もはや維持できなくなり
ます。適格組織再編成では、まず利益積立金額
を引き継がせて、という１３年改正での処理方法
が取れないのです。先に、資本金等の額を決め
て、その余剰が利益積立金額、という順番にな
っています。
２２年改正後の法人税法で、利益積立金額が一
体どこで使われているかということを見ていく
と、これは既に武田昌輔先生が論文で指摘され
ていることですけれども（「法人税法改正の重
要問題�４」月刊税務事例４３巻４号（２０１１年４月
号）７５頁、８０頁）、利益積立金額の役割が著し
く後退したということになります。それを、資
料では利益積立金額の退場としました。
しかし、では、資本金等の額の方は「株主等

から出資を受けた金額」（法２条１６号）という
概念を維持できているのかと問われると、いろ
いろな考え方はあるとは思いますが、たとえば
合併抱合株式の処理で、株主への払戻しがない
のになぜ資本金等の額が減少するのか、といっ
た疑問、これは当然に生じるところではないか
と思います。この点は、後の３―３―６で検討し
ます。
みなし配当課税の繰延べの議論から、やや脇

道にそれたかもしれませんが、いずれにしても、
法人税における課税関係の継続においては、資
本金等の額と利益積立金額が重要な役割を果た
してきたことを申し上げたいと思います。

２―３ 制度化の理由

課税関係の継続の制度が設けられた理由につ
いて、資料１頁の真ん中あたりに３つほど挙げ
ています。経済実態に実質的な変更が無い（組
織再編税制）、一つの納税単位の中での移転（連

結税制）、実質的には資産に対する支配が継続
（グループ法人単体課税制度）といったことで
す。とりわけ組織再編税制の導入では、資産に
対する直接支配関係が株式保有を介した間接支
配の関係に変化しても、経済実態に実質的な変
更がないと税調の資料は述べています。したが
って、法形式ではなく経済的実質を重視し、こ
れを課税の基礎に置こうとする立法であると評
価できると思います。連結税制もグループ法人
税制も、やはり、法人グループの実態、その経
済的実質を課税に反映させるために導入された
税制です。
そうすると、このような実定法の根拠がない

場合であっても、なお課税関係を継続させるべ
き場合というものが存在するかもしれません。
そのときに鍵となる概念は、実現主義です。実
現という言葉は法人税法中には出てこないので
すけれども、法人税は実現主義を基礎としてい
ると言えたとすると、経済的実質と実現主義と
を組み合わせて、経済実態に実質的な（有意味
な）変化がない限り、損益は未実現であって、
課税関係は継続されるべきである、という命題
を立てることができるかもしれません。そして、
これは法人税における一般原則であって、法令
の個別根拠規定（別段の定め）は必要ない、と
いうことになります。
実際、こういった考え方は、法人税の世界で

ちらちらと見え隠れしています。たとえば、こ
れは和製英語ですけれども、いわゆるクロス取
引（株を売って直ちに買い戻すような取引）に
ついては、損失は計上できませんという通達（法
基通２―１―２３の４）があったと思います。これ
を何によって根拠づけるのかというと、結局、
実現主義というものがあって、実質的に見れば
それは実現していないというふうな議論になっ
てくるのだろうと思います。
リースだってそうです。リース税制が改正さ

れる前のセール・リースバックの取扱いでは、
リースを金融取引と引き直す場合があったわけ
ですけれども、そこの基礎になった考え方も、
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やはりこのようなものではなかったでしょうか。
リースによって所有者が変わっても、それは実
質的な譲渡ではない、損失や利益は実現してい
ないので、これは金融取引だ、担保だという議
論をしていたのだろうと思います。
ただ、このように実定法規定からやや浮き上

がるような議論をしていきますと、この実現に
ついて、みんな好き勝手なことを言い出す恐れ
があり、注意が必要だろうと思います。組織再
編税制での経済実態とか、連結税制での課税単
位、そして、グループ法人税制での支配の継続、
こういった概念も同様で、論者ごとにその意味
内容が微妙に変わってくると思います。
そのような理解のずれというか、認識のグラ

デーションは、制度の立案においても、認めら
れるのかもしれません。たとえば、組織再編税
制では、本来は、つまり、税制調査会法人課税
小委員会が述べた立法すべき理由においては、
移転資産に対する直接所有による支配が、株式
の保有による間接支配に代わっても、すなわち、
たとえば完全子会社に現物出資して移転しても、
経済実態に変化はないから、だから、課税を繰
延べよう、ということだったと思います。法人
の株式を全部持っていれば、法人が持っている
資産は自分が持っているのと同じだ、というロ
ジックが中核です。
ところが、共同事業要件というものが設けら

れ、全く資本関係のないような当事者間であっ
ても、適格組織再編ができますということにし
たわけです。直接支配とか、間接支配とか言っ
ても、そんなものは何もなくて、それまで赤の
他人だった当事者同士、さらには、昨日までラ
イバルだった企業同士が、共同事業要件という、
支配の継続では説明できないように感じられる
要件を使って、適格組織再編成に持ち込めるよ
うにしたのです。これは、１３年改正が内部に持
っていた矛盾、評価の角度によっては、いい意
味での矛盾です。
ここから、興味深いその後の発展があるので

すが、対価の柔軟化を認めた１９年改正の時にど

んなふうに理解し直したかというと、事業を営
んできた当事者が引き続き事業を営む事業の実
態が継続する。これは一種の支配の継続だと言
い替えたわけです（財務省「平成１９年度税制改
正の解説」２７１頁）。こういうところにまで、支
配の継続という概念が広がってきたということ
になるかと思います。
このような次第で、課税関係の継続という言

葉が今日かなり広い意味で用いられていること、
そして、今後も拡張されていく可能性があるこ
とが理解していただけたかと存じます。そこで、
そのためのさまざまな手法について検討します。
そして、それぞれの長所や短所、副作用につい
て、見ていきます。

３ 課税関係の継続をめぐる論点

３―１ 課税関係継続の理由

まず、課税関係をなぜ継続させるのか、その
理由を取り上げます。先ほど、最近の法人税に
関して、経済実質、経済的実態といった言葉を
申しましたけれども、視野を広げると、理由と
して資料の１～２頁にある３つぐらいのことが
あると思います。

３―１―１ 実現主義との関係
第１は、実現主義です。実現という文言は、

先ほど申しましたように、実定法中には存在し
ていません。おそらく法人税では、２２条４項の
公正処理基準、公正妥当な会計処理の基準を通
じて企業会計の中から持ち込んでくることがで
きる、あるいは持ち込まれているという概念だ
ろうと思います。だから、この実現主義とは何
かについて、国会で議論して決めたということ
はありません。そうではなくて、今はやりの言
葉で言うと、いわゆるソフト・ローであり、き
ちんとした法規ではないです。手続を踏んでみ
んなで議論して決めたことではなくて、世の中
にあるさまざまな慣習のようなものの一部が、
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法律の中、課税要件の中に持ち込まれているの
だと思います。
こういった概念というのは、先ほども申しま

したが、みんな好き勝手なことが言えるわけで
すから、注意が必要です。仮に法人税が実現主
義という原理原則にのっとっているとすると、
未実現の損益は、益金や損金に計上しないこと
になります。もし仮に、そういう実現主義とい
う原則が法人税にあるということを承認するな
らば、実定法の根拠がなくても、未実現だから
課税関係が生じない（その時は非課税）、と言
えることになります。実定法の根拠がないとい
うのはちょっと言いすぎで、２２条４項があると
は反論できますが、それでも、個別具体的な明
文の規定がなくても、課税関係が生じない取引
が出てくることになります。
そのような例として、先ほどクロス取引をあ

げましたが、他にも、かつての転換社債の転換
について、通達限りで、転換時の課税繰延べを
認めていました。転換社債の含み損益を計上さ
せず、株式に引き継がせるわけです。そして、
それが認められる法的根拠を捜すと、２２条２項
に規定された収益が生じないと言わねばなりま
せんが（「別段の定め」がないので）、その理由
は、転換時には実現がないからだ、としか言い
ようがありません。他のロジックは考えられな
いと思います。
しかし、転換をしたら債券が株式に置き換わ

るわけですから、その権利の内容が大きく変わ
ります。普通に考えれば、それは実現に該当す
ると思われるのです。現在はどうしているかと
いうと、法人税法６１条の２第１３項という規定に
なっています。当時の通達は、その後いったん
施行令になって、法律にまで格上げされました。
ですから、やはり、法律の根拠は必要なのです。
しかし、このように、実現主義が立法の根拠

なしに出てくることがありましたし、今後もあ
るかもしれません。この後に説明する所得税法
の交換特例も、最初はそうでした。
こういうことと同時に、他方では、実現とい

う概念は、たとえば組織再編税制の立法におい
て用いられた実質的な変更がないといった考え
方に入り込み、立法の舵取りをやるような概念
にもなってきています。ですから、実現主義の
（拡張）論者は、解釈においても、立法におい
ても、両刀使いで、課税繰延べを主張するわけ
です。

３―１―２ 優遇措置の側面
第２番目は、租税優遇、優遇措置としての側

面です。優遇措置というのは、税負担の軽減を
通じてそこに規定された行為を促進しようとい
うことです。
日本の制度は法人税法５０条の圧縮記帳にして

も、あるいは、所得税法５８条の交換特例にして
も、この適用を受けるかどうかは納税者の選択
です。これは後ほど説明するアメリカの規定と
は大きく違うわけです。だから、有利なとき、
含み益のときは交換特例を使いましょう。でも、
損失が出ているときは、損失を出して他の所得
と相殺することができるわけです。特に法人税
は所得分類をやっていませんので、損失を有効
に利用できる可能性が広がります。そうすると、
法人税法５０条の圧縮記帳、所得税法５８条の交換
特例は、今まで述べてきた実現主義の拡張、つ
まり、実質的な変更がないから課税繰延をしま
すというロジックの延長線上には載ってこない
のです。
これが果たして正当化できるか、と資料には

書きましたが、もし得をするときは繰り延べて
ください、損するときは損失を出していいです、
とすると、これは一種の優遇措置と言わざるを
得ず、実現主義の延長線で説明できることでは
ありません。そうすると、一体何の優遇ですか、
何をしようとしているのですか、なぜ税負担を
軽くするのですか、ということが問われるわけ
です。法人税法５０条、所得税法５８条の交換の中
身を見ると、固定資産全般に及んでいて、一応
各号を対応させてくださいということにはなっ
ていますけれども、そういった行為を国が明示
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的に促進すべきだと考えているのかどうか、あ
るいは、それが正当化できるのかということの
説明は、難しいのではないかと思います。
措置法の買換特例では、きちんと個別的な対

応をしています。たとえば宅地をより良いもの
と買い換えた場合には課税繰延べをやりましょ
うというのは、かなりはっきりした政策目的が
要件に現れていると思います。
これと比べると、本法である法人税法５０条、

所得税法５８条の趣旨目的は明確ではありません。
むしろ、後の３―２―２で述べるように、利益が
出るときだけ課税を繰り延べるという制度は、
納税資金の観点から説明するしかないように思
われます。

３―１―３ 損失控除の制限
３番目が損失控除の制限です。これは２番目

とは逆です。後ほど述べますように、アメリカ
では、損失控除を遅らせる目的で課税繰延べを
使う場合がしばしば認められます。
損失控除の制限というのはあまり日本の税法

が考えてこなかったところです。シャウプ勧告
の後、インフレや経済成長により物価が値上が
りする中で、現在の法人税法と所得税法ができ
ましたから、損失（特にデフレによる名目的な
値下がり損失）を本当に控除させていいか、と
いうことは、あまり深く考えてこなかったと思
います。
所得税法では、控除の可否をほぼ損益通算の

規定に委ねていて、雑所得という分類がよく用
いられている状態だろうと思います。しかし、
法人税法には、所得分類はありません。したが
って、これまでは比較的緩やかに、損失の損金
算入ということが認められてきていたわけです。
２２年改正ではみなし配当事由による株式譲渡損
益を一定の範囲で計上させない措置を導入しま
した。ここは、先ほど述べましたように、広い
意味での課税関係の継続と整理してよいのでは
ないかと思います。

３―２ 要件

３―２―１ 交換、買換え
先ほど少し説明しましたが、所得税の交換特

例とか、法人税法の圧縮記帳のところでは固定
資産全般が含まれていて、所得税ではさらに、
生活用資産、たとえば住居といったものも含ま
れています。そして、保有期間とか、同一用途
といった要件で絞りをかけているわけです。こ
こもいろいろと議論の余地はあるところですけ
れども、本質的な議論は困難です。つまり、こ
れが実現主義、もしくはその延長といったこと
から来ているのであれば、それなりの議論の仕
方はありそうですが、そうではないことは先に
述べました。一種の優遇措置とすると、その趣
旨目的がはっきりしないので、具体的解釈が落
ち着かないのです。
たとえば、交換のために取得したと認められ

るものを除くという要件や、同一の用途に供す
るという要件があるわけですけれども、緩く解
されたり、きつく解されたりしてきています。
裁判例（大阪地判平成１４年１０月１０日訟月５０巻６
号１９４５頁・大阪高判平成１５年６月２７日訟月５０巻
６号１９３６頁）を紹介します。特養老人ホームに
したいと思って土地を持っていた納税者（社会
福祉法人Ｋ会の理事）が、周辺住民の反対でそ
れがうまくいかないので、堺市が斡旋して、別
の適当な土地を持っている人がありますからと
いうことで、その人の土地といったん交換をし、
交換で取得した土地をＫ会に寄付して、特養老
人ホームができたという事例において、交換特
例を使えるかが争われました。
納税者は、交換後、直ちに土地を寄付してし

まっていますから、それでもなお同一の用途に
供したと言えるかが争点です。１審も２審でも、
納税者を勝訴させました。当初の目的であった
施設ができたのだから、それでいいではないか
というのが裁判所の判断でした。確かに寄付し
た後のことまで考えたら、思いどおりの目的に
なったので、それで良かったということにはな
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るのでしょう。同一の用途についてのこの判決
のような見方は、その資産を所有する法主体を
離れて、実質的な物の見方をしていると言えま
す。
その他、資料にあげたいろいろな要件が法人

税法５０条、所得税法５８条には記されているわけ
ですが、しかし、一番肝心のことが書いてあり
ません。それは何かというと、交換とは一体何
かということです。これらの規定は交換とだけ
いって、交換とは何かということをきちんと定
義していないので、一番肝心なことを決めてい
ないわけです。
交換の概念をめぐっては、例の岩瀬事件（東

京高判平成１１年６月２１日高民集５２巻２６頁）があ
りまして、売買と交換はどう違うのかが問われ
ました。最高裁は上告を認めなかったので、最
高裁の判例は出ていないのですけれども、納税
者が民事法上売買にすれば、税法も売買として
扱いましょうという判決だったと理解すると、
この判決からは、圧縮記帳や交換特例での「交
換」も民法上の交換のことかなと思われるとこ
ろです。もしそうだとすると、民法での交換で
なかったら税法でも交換にならないのか、逆に
民法で交換と言えたら、もっと言えば、当事者
が交換契約と契約書に書けば、それは自動的に
交換になるのかという問題が出てくるわけです。
仮に、「そうだ」と開き直られたとして、で

は、民法が規定する典型契約としての「交換」
の法律要件は、租税法律主義の下で税法が規定
しなければならない課税要件として十分なもの
かが問われます。後ほど説明するように、たと
えば、クリスマスのパーティーに行って、プレ
ゼントを交換する場合を考えます。そこには１０
人も２０人も人がやって来て、クリスマスツリー
の下に各自持参したプレゼントを置き、他の人
が持ってきたどれかを持って帰るのです。これ
は、社会における一般的な言葉の使い方として
は、交換だと思います。あるいは、満中陰でみ
んながお供えをいろいろ持ってきて、お供えを
分け合って持って帰る、つまり、お供えを交換

します。このように、多数当事者で「交換」を
したとき、それは、民法または税法で、交換と
言えるでしょうか。
民法は、基本的に２人でやるのを交換と考え

ているのだと思います。しかし、AさんはB
さん、BさんはCさん、CさんはAさんとい
う形で資産をぐるっと回したときに、それを交
換と言えるか、という問題はあります。民法に
は第三者のためにする契約というのがあるので、
それを使えば三角交換とか、四角交換も交換契
約だと言えるような感じもします。少なくとも、
多数当事者による交換には法的保護を与えない
というのではないと思います。関連して、他人
物の売買と同様、他人物の交換はできると思い
ますが、圧縮記帳や交換特例を適用できるか、
できるとして、どうやって適用するかも問題で
す。
後ほど説明しますけれども、アメリカでは、

交換仲介業者がいて、この人たちが活躍をして、
多角的交換などを用いて、それぞれが必要とす
る資産の交換がなされています。交換税制が活
用されているわけです。日本でも、先ほどの特
養老人ホームの例では、堺市が仲介に入り、法
主体としては３当事者（土地の所有者２人とＫ
会）が現れているわけです。
それから、売買では対価（金銭）を目的物の

引渡しと同時に支払う必要はありません。物を
引き渡して、お金を払うのは５年後でいいです
よという売買は全然構わないし、そのために延
払基準（対価が先なら工事進行基準）を税法は
用意しています。では、交換譲渡資産を引き渡
してから、５年後に交換取得資産を受け取って
も、交換特例を使えるのでしょうか。さらに、
５年後に交換の目的物が本当に手に入るかどう
かわからないから担保を付ける、担保は交換資
産の時価相当額の金銭とし、それを交換譲渡資
産の引渡と同時に「預かる」（交換取得資産の
取得と同時に「返す」）、そういうことも考えら
れます。しかし、これは、次に述べる買換えに
近いと思います。後ほど、このような金銭授受
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に関するアメリカでの裁判例とルールを紹介し
ます。さらに、延払いがあるのなら、分割払い
もありそうですが、分割交換というのをやった
らどうなのですかという問題も出てきます。
結局、「交換」は民法５８６条の借用だといって

みても、解決できる問題は限られているように
思います。

３―２―２ 買換え
措置法の買換え特例、たとえば６５条の７では、

先ほど申しましたような列挙方式で、一定の政
策目的を持った優遇措置であることが、かなり
はっきりした形で出てきていると思います。た
だ、このこともちょっと考えてみると、措置法
が買換え特例として買換えを認めていることは、
本法の手法である交換だけでは政策目的を促進
するに不十分、と言うことだろうと思います。
言い換えれば、交換という取引は、かなり使い
にくいし、実際にもあまり使われていないのだ
ろうと思います。
なぜ交換が使われないのか、いろいろな理由

があるかと思うのですけれども、１つは納税資
金の問題だろうと思います。つまり、売買なら
対価は金銭ですから、対価から税金を払ってく
ださいで済むのですけれども、交換だと納税資
金が手に残らないので、やりにくいということ
があるのだろうと思います。そうすると、交換
に対する税のロック・イン効果は、売買より強
く働くだろうと言えそうです。税法での実現主
義では、金銭対価だけではなくて現物対価も実
現になりますので、実現主義は、売買よりも交
換をディスカレッジする（抑えてしまう）こと
になります。
このように考えると、圧縮記帳や交換特例の

説明は、実現主義の延長からではなく、納税資
金、キャッシュ・フローの観点から、税による
ロック・インの程度を売買と（著しく）異なら
ないようにする、という方が適切ではないかと
思います。また、納税資金の観点からは、利益
は繰り延べるが損失は計上してよい、という現

行制度の片面性を説明することも可能になりま
す。

３―２―３ 有価証券の転換
次が、有価証券の転換です。先ほど述べまし

たように、当時の通達限りのものが法律（法人
税法６１条の２第１３項４号）にまでなってよかっ
た、よかった、ということかもしれないですが、
本質的な問題は、解決されていません。それは
どういうことかというと、ここに規定されてい
ないような有価証券の権利内容の変化が課税さ
れるのかどうかがよくわからないということで
す。たとえばある種類株式を持っています。そ
れは取締役を５人選任できる種類株式です。あ
る日種類株主総会を開いて、その５人を３人に
削減しました。これまでは５人取締役を選任で
きた種類株式ですが、これからは３人の取締役
にしますということをやったときに、これは多
分実現だとはされないとは思いますけれども、
どうなるのかというわけです。
もっと大きな権利内容の変化としては、優先

株でしたが、明日からは普通株にしますとか、
普通株でしたけれども、これを優先株にします
ということをやったときにどうなるかというこ
とがあります。これなら、実現があるのでしょ
うか。では、優先株の優先内容、その権利内容
を変化させればどうでしょうか。こういうこと
が現在の会社法の世界では幾らでもできるので
すけれども、それについて、どんなときには有
価証券の交換とされて、譲渡、実現であるとい
うことになるのか、ならないのかというところ
で、問題は残っている、あるいは、転換社債の
時代よりもずっと拡大しているわけです。
バルクの債券、たとえば住宅ローンというの

を１００本、２００本、１，０００本まとめて、銀行など
が保有しているとします。これを「交換」した
とき、果たして実現と言えるのかどうかという
ことも問題になります。
アメリカでは、ご案内の方もいらっしゃると

思いますけれども、Macomber 判決（Eisner v．
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Macomber，２５２U．S．１８９（１９２０））が あ り、株
式配当が所得になるかどうかが問われたのです
が、この１９２０年、大正９年の判決がずっと生き
ていまして、今、申しましたバルクの債券の交
換をやったときにそれがアメリカ税法の下で実
現と言えるかどうかが問われた１９９１年の Cot-
tage Savings 連邦最高裁判決（Cottage Savings
Association v．C．I．R．，４９９U．S．５５４（１９９１））
は、Macomber 判決を引用して判断をしてい
ます。
このことが示唆するのか、Macomber 判決

から７１年たっても、実現とは何かということが、
まだ裁判所まで行かないとわからないという状
況が存在していることです。あれだけ精緻な内
国歳入法典を持つ米国においても、そうなので
す。だから、実現とは何かということは、どう
も法律には書き切れないのです。内国歳入法典
や連邦所得税規則には、日本の法律や施行令と
は桁が２つぐらい違う条文数がありますけれど
も、それでも書けないことがあるわけです。

３―２―４ 適格組織再編成
日本の税法に帰りますと、１３年改正以後、法

人税法では、かなり明確な規定の作り方をしよ
うと考えてやっているように感じます。所得税
法と比べると、そのことが感じられると思いま
す。これは全くの僕の推測ですが、立案担当者
は、何が適格になるか、その要件を法律や政令
の規定に（ほぼ）全部書くことができると考え
て規定を作ったと思うのです。しかし、Ma-
comber 判決以来のさまざまな reorganization
（組織再編成）に関するアメリカの歴史を見て
いると、そうではないかもしれません。つまり、
適格組織再編の要件、課税関係の継続を認める
要件を、あらかじめ紙の上に書こうというのは、
無理があるのではないかと思います。
日本では８０％以上の従業員の引継ぎとか、移

転事業規模が５倍以内とか、なるべく数値化し
ようとしていますけれども、あれはやった方が
いいのか、悪いのかということは、考えてみる

必要があるだろうと思います。形式的な明確化
をすればするほど、もともと考えていた実態に
則した課税ということから離れていくのではな
いかと懸念します。
形式か実質か、という観点については、もう

１つ、現在の組織再編税制は合併契約とか、分
割契約とかいった会社法上の契約をベースに考
えていると思うのですけれども、これは今後の
国際化の中で多分無理が出てくるだろうと思い
ます。アメリカでは会社法は各州がそれぞれ作
っているので、基本的、根幹的な部分を会社法
に依拠することは無理です。
さらに問題になるのは、民事法の世界には私

的自治がありますから、当事者の意思によって
組織再編取引をやるのか、そうではなくて、事
業譲渡（売買）でやるのかは選択できるわけで
す。そうだとすると、含み益が出ていれば適格
組織再編とし、含み損があれば事業譲渡をする
ことが考えられます。
極端なことを言うと、適格組織再編成で含み

益のある資産だけを移転し、その前日に事業譲
渡をして含み損の資産はそこで全部損を出すと
いうことだって考えられます。もちろん、否認
の可能性はありますが、適格要件を形式的に満
たしても非適格する方向では使えると思うので
すが、非適格の売買取引を適格組織再編成とみ
なすのは、特に非適格資産の扱いなどで、無理
があるのではないかと思っています。
適格組織再編成に関して注目されるのは、２２

年改正で導入された適格現物分配です。注目の
理由は、実定法の要件が非常にシンプルにでき
ていることにあります。要件になっているのは、
実質的には１つです。被分配法人が直前におい
て分配法人の分配をする法人との間に完全支配
関係を持っていること、これだけです。
もちろん、肝心なことについては（例によっ

て）、ここでも定義がありません。つまり、「分
配」は何かということは定義していません。こ
れまでの通達解釈によると、分配というのは、
株主たる地位に基づいて与えられる経済的利益
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の一切だということになっていますから（法基
通１―５―４）、会社法の手続きに従って剰余金
の配当を行うことは不要です。これは、適格組
織再編成の要件として、画期的です。
問題になるのは、要求される完全支配関係に

おける「支配」の内容、特に、現物分配後の支
配のあり方です。法律では、「直前において」
完全支配関係があることが要求されているだけ
です。直前ということから、たとえば１年前と
か半年前から完全支配が継続する必要がないこ
とはわかります。しかし、現物分配の直後がど
うかということは、法律には書いていないので
す。だから、極端に形式的な解釈をすれば、分
配時に一瞬だけ完全支配関係があって、その直
後、子会社株式を売り飛ばし、分配資産も処分
していい、ということになりそうです。
しかし、これはあくまでも適格組織再編の一

類型であり、そこでの基礎となる考え方は支配
の継続ですから、間接保有が直接保有に変わる
だけで実態に変化がないことが課税繰延べの理
由であり、子会社株式はともかく、少なくとも
現物分配を受けた資産は継続保有しなければな
らないはずです。そうせずに、現物分配を受け
た資産を次の日に売って換金した、投資からキ
ャッシュアウトした、それでもいいのかといわ
れたとき、法律に書いていないからできるとい
うふうな「解釈」もあり得るのかもしれません。
しかし、日常用語の意味として常識的に考え

れば、支配というのは、ある程度の期間継続し
て自分の意のままにすることを意味すると思い
ます。一瞬だけ自分の好きにできたって、それ
を支配とは言いません。そうすると、その期間
については、課税庁、最終的には裁判所がルー
ルを出してゆくということが、適格現物分配と
いう制度の適正な運営のために必要になります。
法令で機械的に決めることをせず、実態に応じ
て考えてゆくところに、組織再編税制本来の姿
があるようにも思います。

３―２―５ グループ法人税制
２２年改正によるグループ法人税制では、グ
ループ内資産譲渡、グループ内贈与、みなし配
当事由よる株式保有損益の不計上などが重要で
すが、それらの要件に関しては、２つのものを
使い分けています。それが資料３頁目のところ
の完全支配関係と法人による完全支配関係です。
これに、非適格合併についての支配関係なしを
含めると、３つになります。
これらのうち、グループ内贈与について法人

による完全支配関係を求めているのはなぜか、
なぜ個人が含まれると駄目なのかについて、考
えてみたいと思います。
その説明は、税制改正の解説を見ますと、「相

続税・贈与税の回避に利用されるおそれが強
い」（財務省「平成２２年度税制改正の解説」２０７
頁）といっているのですが、これは、外してい
るように思います。どういうことかというと、
グループ法人内で贈与があって、それに対して
法人税が課税されようが、されまいが、それに
は無関係に、その株主の間では持ち分の移動が
生じるわけです（法人税がかかれば、移動する
持分が小さくはなりますが）。持分が移動した
以上、それには相続贈与税の課税をしなければ
ならないと考えられます。ですから、これを見
たとき、法人税で課税しておけば、相続税、贈
与税はかからないのか、と驚いたのですが、そ
れは間違っていると思います。
では、なぜこれが法人による完全支配関係に

限られているかというと、少数株主の問題が出
てくるからではないか思っています。完全支配
関係があっても、少数株主は存在します。たと
えば、親会社は P（parent）と子会社を S（sub-
sidiary）があり、甲さんという個人と、乙さ
んという個人がいて、甲さんは Pの全部の株
式を保有し、Pは Sの８割を持っています。S
の残り２割は乙さんが持っています。乙さんは
Sの少数株主です。甲と乙が６親等の親族であ
れば、グループ法人税制が働きます。
僕はよく授業で聞くのですが、「６親等以内
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の親族が何人いるか知っている人、手を挙げて
ください」と言ったら、みんな知りません。「は
とこ」の名前とか、どんな人がいるかというの
はみんな知らないわけで、ほぼ赤の他人です。
それに、別に赤の他人ではなくても、乙さんは、
子会社 Sに関して少数株主の権利を主張する
ことがあると思います。
これが何を意味するかというと、この P、S

間では、親会社による子会社の搾取という会社
法の問題、すなわち、本来は子会社の利益であ
るものを親会社が吸ってしまい、子会社の少数
株主を犠牲にするという問題がしばしば生じま
す。そして、法人間贈与というのは、まさにそ
の典型です。そうすると、法人間贈与で利益を
害される少数株主が存在する場合、グループ経
営の一体性というグループ法人税制の趣旨が崩
れると思います。経営が一体化しているから、
法人間贈与があってもグループの実態に変化は
ない、ということは、ここでは言えないのです。
こういうことが隠れた理由としてあるのではな
いかと思っています。法人による完全支配関係
だったら、乙さんというのが入ってこないので
す。
それから、非適格合併にも少し触れます。非

適格合併では、合併法人の抱合株式にかかる譲
渡損益が計上できず、資本金等の額にチャージ
されることになりましたが、その説明として、
税制改正の解説には、こんなふうに書いていま
す。「合併法人が合併直前に被合併法人の株式
を有していた場合には、被合併法人の資産・負
債について合併により、被合併法人株式を通じ
た間接保有から直接保有に変わるものであり、
合併対価の種類に拘わらず、被合併法人の資
産・負債の投資が継続しているといえます」（前
掲３３９頁）。
しかし、この投資の継続というのは非常に不

思議というか、１３年改正とは全く違う言葉の使
い方になっています。ここでは、全支配関係は
おろか、支配関係も要りません。それから、共
同事業要件というのもないわけです。金銭が用

いられた非適格合併でも構いません。合併直後
に資産を売り飛ばしても構いません。こういう
広い概念になってきている理由は、株式譲渡損
失を否認するという面が前に出ていきているか
らだろうと思います。１株でも持っていれば（そ
の１株については）投資の継続があるというよ
うに、言葉の意味が変化しているのだろうと思
います。
ご承知のように、アメリカでは各州の定めて

いる会社法にのっとった合併は原則として適格
です（課税繰延べが認められない組織再編成と
いう概念がありません。組織再編成でないもの
は売買になります）。キャッシュ・マージャー
などは別ですが。。。日本でも、非適格の合併で
も投資の継続はあるというふうな議論ができる
のかもしれないと思っています。

３―３ 処理方法と効果、副作用

課税関係継続の処理方法と効果、課税繰延べ
の副作用について、資料６頁から図があるので、
それを見ていただきながら説明をしたいと思い
ます。

３―３―１ 実現
まず、実現という概念が、どんな機能を果た

してきたのかを説明します。１つは課税時期を
決めます。厳密な議論をしますと、どの年度に
課税をするかという問題と、いつ、どの瞬間に
損益を認識するかの問題があります。
もう１つは、図説１の上の図を見ていただき

ますとわかりますように、所得の人的帰属を決
めるという作用です。図説１は、所有者Aか
ら所有者Bにこの資産が譲渡されたという図
です。この譲渡、つまり、実現の時点を、t１
にするのか、t２にするのか、どちらに持って
いくのかで、譲渡損益が v１と v２の間だけ変
わる、同時に、納税義務者も変わってくるとい
うことがわかっていただけると思います。また、
たとえば左側の所有者Aが非課税である場合
や、所有者Aで生じた価値変動が課税範囲に
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入っていない場合、課税される所得の範囲を決
める作用を、実現主義は持っていることになり
ます。
所得の範囲を決める作用については、この頁

の下の図も見て下さい。かつての転換社債のよ
うな有価証券の交換（転換）を考えています。
また、先ほど少し述べたMacomber 判決は、
株式配当は実現がないから所得ではないと判示
しました。実現主義は、未実現利益は所得では
ないという形で働くことになります。

３―３―２ 課税繰延べと取得価額の機能
次に、７頁図説２に行きます。ここでは、取

得価額の「引継ぎ」と、取得価額の「置換え」
との区別を付けておきたいと思います。アメリ
カの内国歳入法典７７０１条（a）の（４３）と（４４）
に、この２つは違うということで定義規定が設
けてあります。概念が違うので、日本でも区別
をした方がいいだろうと思っています。引継ぎ
というのはアメリカでは transferred basis と
呼んでいまして、これが日本での（狭義の）引
継ぎの場合だと思います。つまり、ある資産に
着目してその所有者が変化したとき、前主の取
得価額を後主はそのまま受け入れるというもの
です。個人間贈与の所得税法６０条１項１号がそ
うです。こういう形で取得価額がずっと引き継
がれていきます。１３年改正の適格組織再編成で
も、資産の移転についてはこの考え方を入れた
わけです。
これに対して、交換特例のような場合に使わ

れるのが、取得価額の置換えと呼ばれるもので
す。法人税の圧縮記帳も実質的にはこれと同じ
ことをやることになります。アメリカでは ex-
changed basis と呼んでいます。これは、ある
納税者に着目して、譲渡資産（旧資産）と取得
資産（新資産）の取得価額を同じにするという
ものです。この考え方も１３年改正は入れていま
す。株主が対価として取得した株式、通常は発
行法人の株式ですけれども、これについて、手
放した株式の取得価額を付ける（旧株の取得価

額を新株の取得価額とする）こととしたのです。
このように、取得価額の引継ぎというのは、

納税者を超えてある資産の取得価額がそのまま
維持されるという現象、取得価額の置換えとい
うのは、同一納税者において、移転資産の取得
価額を取得資産とするという現象です。この２
つは、区別をしておいた方がいいと思います。
今１３年改正の話をしましたけれども、たとえ

ば適格現物出資を含み益のある資産でやったら
どうなるかを考えます。どうなるかというと、
含み益はそのまま法人に移転します。だから、
法人がその資産を再譲渡したときには、株主の
下で発生していた含み益、前主の下で発生した
含み益についても、法人は課税を受けます。法
人税の対象になりますということです。今度は、
株主について、現物出資をして取得した株式を
売ったらどうなるかを考えます。株主が現物出
資をする前に出資資産について発生していた含
み益が、対価として得た株式に乗り移っていま
すから、その株式を売ったときにその含み益が
出てくることになります。したがって、適格現
物出資をすると、二重課税が起こります。出資
資産に出資前に生じた含み益は、法人段階で課
税をされ、株主段階でも課税をされます。だか
ら、二重課税になります。これを配当すれば、
三重課税もありえます。この多重課税は、アメ
リカの法人税の授業では、注意をしろと言われ
ることです。
もう既に皆さんの中には思いついた人がいる

と思いますが、この逆をやったときにどうなる
かというと、損失が二重に控除されることにな
ります。すなわち、含み損失のある資産を適格
現物出資し、それを法人が譲渡すると、損失が
出ます。株主が得た対価たる株式も時価より高
い取得価額が付いていますから、株主がこれを
売ったら、損失が出せます。つまり、二重に損
失が控除できます。
このテクニックは、しばしば使われていまし

て、stuffing と言います。stuff というのは物と
かガラクタという意味です。stuffing は詰め込
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むということです。たとえばぬいぐるみのお人
形さんにおがくずとか、いろいろなものを詰め
込むでしょう。あれを stuff と言うのです。こ
ういうことで、本来価値のないものについて、
しかし、高い取得価額が付いているようなもの
があります。含み損があるものは世の中にいっ
ぱい転がっていますので、こういったものを現
物出資するわけです。あるいは、合併とか、分
割とかで移転します。それによって exchanged
basis と transferred basis の両方が生じますか
ら、損失が二重になり、それを実現します。ア
メリカではこれに対する防止があるのですが、
日本は今のところなくて、ちょっと心配なとこ
ろです。

３―３―３ 課税繰延べの弊害
次の資料８頁に行って下さい。今日のお話の

１つの目的は、課税関係の継続をやるとどうい
う弊害が起こるかということです。上の方の図
を見て下さい。取得価額の引継ぎをやったとき
にどんな弊害が起こるかというと、言うまでも
なく前主の含み損益を後主が実現することにな
ります。そうすると、所得の振替ができるわけ
です。前の人で発生していた所得が後主の下で
所得として課税の対象となります。だから、た
とえば前の人が黒字法人で、後主が赤字法人だ
とか、その逆とかの場合、含み益のある資産や
含み損のある資産を移転すれば、所得を消すこ
とができます。
いま、法人の話をしていますけれども、実は

個人ではもっと使いやすいのです。個人では、
適格組織再編成とか言わなくても、贈与をして
しまえば自動的に取得価額を引き継げます。し
たがって、贈与をするときには損失もプレゼン
トすることになります。損失の贈与ができるわ
けです。アメリカは、後ほど述べる防止規定を
持っていますけれども、日本は持っていないの
で、これもまた心配なところです。
今度は、取得価額の置換えを使って、どんな

悪いことができるかを考えてみます。これも、

アメリカでは教えられていて防止規定も設けら
れていますが、日本ではあまり考えていない、
というやり方があります。１２頁下の図を見て下
さい。どうするかというと、今、売却したい資
産があるとします。そして、その取得価額は低
いので、このまま売ってしまうと、利益がたく
さん出てしまうとします。
でも、売却資産に見合う（交換特例の条件を

満たす）資産で、かつ、取得価額の高いものを、
自分の関連者が保有している（保有させる）と
します。もちろん、この資産は、保有し続ける
わけです。
ここで、これら２つの資産を交換します。取

得価額が置き換えられますから、売却資産に高
い取得価額が与えられることになります。それ
を、売却するわけです。これによって、譲渡益
は減少（譲渡損失が発生）します。

３―３―４ 調整勘定方式
資料９頁図説４をご覧下さい。連結税制およ

びグループ単体課税制度では、調整勘定方式が
導入されています。この方式では、前主に調整
勘定というものを持たせて課税繰延をやります。
すなわち、譲渡時点では、譲渡損益に見合う調
整勘定（B/S 項目）を計上させ、その時点では、
譲渡損益を打ち消してしまいます。そして、そ
の後、後主がその資産を売ったり、除却したり、
償却したりするにつれて、前主は調整勘定を取
り崩し、損益を認識していくというやり方です。
これはとても良くできた方法で、先ほど言っ

たような所得の付替えといったことが起こりま
せん。この点では優位性があると言えるのです。
しかし、これも実はちょっと問題があります。
それはどういうことかというと、前主がいつ課
税されるか、その命運を握っているのは、後主
です。後主がどうするかによって、前主の税負
担がどうなるかが決まるわけです。こういうこ
とができるのは、グループ法人税制だからであ
って、赤の他人同士でやるわけにはいかないと
思います。
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このように課税繰延べの副作用について見て
くると、むしろ、いったん課税所得を出してし
まってから、税金の後払いや分割払いにすると
か、そんな方が本当はいいのかなという感じも
します。

３―３―５ 損失計上の制限
９頁下の図説５を見て下さい。アメリカ法が

先ほどの損失の贈与をどうやって防いでいるか
を説明しています。内国歳入法典２６７条（d）
と１０１４条の規定にあるものです。どうするかと
いうと、所有者Aから所有者Bにたとえば贈
与があったとき、アメリカ法でも、取得価額が
引き継がれます。しかし、Bさんが売ったとき
に前主の損失については利用できませんという
規定が置かれています。したがって、もしB
さんが売って、損失が出た場合については、そ
の損失は前主の下で生じていた損失の分だけ減
額されます。限度はもちろんゼロまで減額する
だけですから、図説５の×と書いてあるところ
は損益なしです。譲渡損は計上できず、損益な
しということで終わるわけです。
面白いのは、利益が出たときはどうするのか

というと、その利益が出たときは前主の損失分
は使ってもいいということにしているのです。
だから、利益が出たときについては前主の損失
を使って、自分の下で値上がりした分のうちの
前主の損失分は相殺してしまえるという面白い
制度ができています。あまりいい言葉ではない
かもしれませんが、前主の損失は「半殺し」に
しているのです。使えるときもあるけれども、
使えないときもあるというわけです。

３―３―６ インサイド・ベイシスとアウトサイ
ド・ベイシス

資料１０頁図説６に行きます。インサイド・ベ
イシスとアウトサイド・ベイシスとあります。
アメリカ法の概念なのですが、日本でも分析の
道具として有効だろうと思うので、少し見てお
きたいと思います。

インサイド・ベイシスのインというのは中側
ということで、法人の中側、つまり、法人が保
有している純資産の取得価額を、インサイド・
ベイシスといいます。法人が事業のために投下
した原資を示しています。
アウトサイド・ベイシスのアウトは外側、こ

こでは、株主のことです。その法人の株主が保
有する株式の取得価額が、アウトサイド・ベイ
シスです。株主が法人に投下した原資を示して
います。
インサイド・ベイシスとアウトサイド・ベイ

シスとは、法人を設立した瞬間には一致してい
ます。株主が資産（原則金銭）を投下して法人
が成立するわけですから、株式の取得価額と法
人が得た資産の取得価額というのは一致してい
ます。そして、それは資本金等の額とも一致し
ています。しかし、法人が事業活動を始めると、
あるいは、株主が株式を譲渡すると、インサイ
ド・ベイシスの総額とアウトサイド・ベイシス
の総額が乖離を始めます。その法人の純資産時
価と株式時価総額も、どんどん変わっていきま
す。
問題は、法人が清算する時点で、原資の回収

がどう計算されるかということです。このとき
確認して欲しいのは、所得課税とはあくまでも
所得を課税すること、言い換えれば、原資には
課税しないということです。インサイド・ベイ
シスもアウトサイド・ベイシスも、どちらも投
下資本、投資額を説明しているわけでしょう。
法人レベルでの原資と、株主レベルの原資。だ
から、法人清算をするときには、この２つの原
資の両方を最終的に回収して、所得はいくらで
すかということを計算しないと、所得課税にな
りません。
資料１０頁の上の図を見て下さい。この計算の

方法は、原則的な清算時課税（かつての清算所
得課税）でいいますと、まず、法人段階でイン
サイド・ベイシスと純資産総額との差額を求め
ます。これは、清算所得と昔言っていたもので
す。これについては法人段階で課税をしておき
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ましょうということです。法人はこれで終わり
です。
株主の方は、みなし配当課税があるのですけ

れども、みなし配当課税となるのは法人段階の
留保利益です。①清算分配のうち法人の留保利
益からなる部分（１３年改正が純化した利益積立
金額からなる部分）は、それを配当とみなして
配当課税をする、また、②清算分配のうち配当
とみなされなかった部分と、アウトサイド・ベ
イシスとの差額を株式譲渡損益として課税する、
という課税方法が原則です。②は譲渡損になる
場合もありますが、その場合は控除を認めまし
ょう、ということになっていました。そうでな
いと、最終的に所得課税が貫徹できません。こ
れが２２年改正前の清算所得課税があった時代の
きれいな考え方です。以上の課税は、適格では
ない合併による法人の解散についても、同じで
す。
２２年改正は、②の株式譲渡損益への課税を一
部変えています。きれいな考え方を修正したの
ですが、完全支配関係のある法人間での修正と、
それを越えて、先ほど申しましたが、１株でも
持っている会社の抱合株式というところにも踏

み込んでいます。資料１０頁の下の図を見て下さ
い。
完全子会社を清算した場合、残余財産の確定

の日のインサイド・ベイシスが、親会社に引き
継がれます。純資産時価とインサイド・ベイシ
スとの差額に対する課税は、親会社を対象とす
ることになり、繰り延べられます。これは、適
格合併または非適格合併で子会社を吸収する場
合（up―stream merger）でも同じです。子会
社に対する清算課税は親会社に対する課税とし
て繰り延べられ、子会社の投下した資本の原資
回収も、この時点では認められません。
問題は、アウトサイド・ベイシスです。まず、

みなし配当課税はありません。この図では、資
本金等の額と純資産（清算分配資産）時価との
差額がみなし配当の金額になります。そして、
みなし配当課税に伴う株式譲渡損益課税もあり
ません。この図では、アウトサイド・ベイシス
と資本金等の額の差額（損失）になります。そ
して、この差額が、親会社の資本金等の額を減
額するわけです。このように見ると、アウトサ
イド・ベイシスが失われていることが分かりま
す。つまり、親会社が子会社株式を取得するた
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めに費やした原資が、回収されていない（課税
所得を減額できない）わけです。
このとき、みなし配当に課税されていない、

ということが背後にありますが、みなし配当非
課税は、法人段階での多重課税を防止する措置
であり、株式譲渡損失と対応するものではない
と、（これまでは）考えられてきたように思い
ます。みなし配当事由だけを見て、一定の資産
を受け取りながら、配当部分は非課税で株式譲
渡損失だけが出るのはおかしい、という見方は
理解できないわけではありませんが、所得課税
である以上、子会社とした法人の株式を取得す
るために要したコストは、回収されるべきです。
もちろん、ここでの残余財産の分配や合併は

完全支配関係のあるグループ内での資産移転で
すから、その時点での損益計上は繰り延べるこ
とはあると思います。しかし、２２年改正の立案
者は、たぶん、これらは「手仕舞い型の取引」
だから、課税繰延べは無理だ、と考えていたと
思います。
それだけに止まらず、立案者の考え方は、こ

こで述べたアウトサイド・ベイシスという数値
を使った原資の回収という枠組みとは根本的に
異なります。立案者は、子会社株式の取得を投
資（損益取引）とは見ていないのです。すなわ
ち、「他の者からの株式の取得による子法人化
は、自己と子法人を一体としてみれば、一種の
自己株式の取得に該当するが、旧株主に対して
配当課税が行われていないので、それは資本金
等の額を原資として取得したのと同様の課税が
行われていたとも考えられるところ、子法人と
一体化するのを機に後追い的に資本を調整する
ものであること（すなわち、親法人と子法人を
一体的なものとして、資本をみようとするもの
ともいえます。）」（（財務省「平成２２年度税制改
正の解説」２３６頁）と述べられています。つま
り、子法人とするための株式取得は、資本の払
戻しなのです。ただし、それは完全子法人化（完
全支配関係の形成）が成功し、さらに、みなし
配当事由が生じた時に、振り返って言える話だ、

ということです。
この論理の問題点は、「自己と子法人を一体

としてみれば」という観察を、まだ一体になっ
ていない時点で行っていることです。完全子法
人ではない法人を完全子法人にするための株式
取得について、完全子法人化できた後の状態を
前提に「後追い的に」見ているのです。この観
察がグループ形成の経済的実質を本当に反映し
ているのか、もう少し説明が必要ではないかと
思います。
資料１１頁の図は、完全支配関係が成立してい

ない場合の合併抱合株式（＝アウトサイド・ベ
イシス）についてのものです。ここでは、移転
資産は時価譲渡として課税を受け、移転後のイ
ンサイド・ベイシスは時価に更新されますが、
アウトサイド・ベイシスは放棄されてしまいま
す。

４ 同種資産の交換（内国歳入法
典１０３１条）

資料４頁からが、内国歳入法典１０３１条（同種
資産の交換）についての部分です。時間の関係
でごく概略になりますが、この規定により課税
繰延べが認められる「交換」とは何かについて、
見ておきます。

４―１ 時間差のある交換

まず、資産の譲渡と取得との間に時間差があ
る場合です。資料にあげた Starker という判決、
これは交換税制を革命的に活性化した判決と言
われていますが、この事件では、納税者は森林
地（交換譲渡資産）を相手方に移転し、相手方
は５年以内に納税者が要望する土地（交換取得
資産）をその所有者（第三者）から取得して納
税者に引き渡すこと、それができない場合には
交換譲渡資産の時価相当額に年６％の増加額（a
growth factor）を加えたものを支払うことな
どを約しました。日本で言えば、延払交換みた
いなことにしたわけです。判決は、それでも内
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国歳入法典１０３１条の適用があるとしました。そ
こで、連邦議会は、時間差のある交換について、
１０３１条（a）�３という規定を作り、資料に示し
たような要件を付加しました。交換取得資産の
指定を譲渡後４５日以内にするか、または、譲渡
後１８０日以内もしくは法定申告期間のいずれか
早い日までに代替資産の引渡しを受けなければ
ならないということにしたわけです。ところが、
面白いことに、その指定というのは identify と
いうことなのですが、では、１つのものを「こ
れ」と決めるのかというと、そうではなくて、
３つぐらい言って、「そのどれかでいいよ」と
か、あるいは、資産合計が２００％になっていれ
ば、そのうちのどれを持ってきてもいいよとい
うふうな、かなり緩やかな identify のさせ方を
しています。
こうした時間差のある交換では、相手方の履

行を確保するため、金銭が担保として用いられ
る場合が多いのですが、アメリカにはみなし受
領（constructive receipt）という判例法上の法
理があり、たとえば、担保とする金銭を自分で
預かってしまうと、金銭の授受（売買）とみな
される可能性があります。この点も、資料にあ
げました規則によって、ここまでは大丈夫とい
うセーフ・ハーバーが設けられています。たと
えば、資産や金銭を一定の第三者に預託（es-
crow）することが認められています。また、
この４つの項目の中で注目されるのは、適格仲
介者という制度なのですが、４―３で説明しま
す。

４―２ オプションの利用

それから、日本では思いつかないような話な
のかもしれませんが、資料５頁の４―２にオプ
ションの利用というところがございます。時間
の関係で、具体例は資料を読んで頂くことにし
ますが、日本でも、民事法上は可能ではないか
と思います。

４―３ 多数当事者交換

多数当事者交換については、先ほどクリスマ
スパーティーとか満中陰のことを述べましたが、
三角交換を見ます。三角交換では、資産が３人
の所有者の間を順番に動く例が考えられますが、
特にビジネスの世界で、３者の交換したいもの
が整合することはあまりありません。むしろ、
一般的なのは、次のようなものです。資料１２頁
を見てください。
Xを譲渡してYを取得したいA、Xを買い

たいB、Yを売りたいCが登場します。Aは
Xを、Bは金銭を預託します（escrow）。また、
Bは Cを見つけ、Yを預託させます。その後、
AはYを、BはXを、Cは金銭を受け取るわ
けです。Aに対して１０３１条が適用され、課税
が繰り延べられます。これが、三角交換として
図示したものです。
さらに、このような取引のアレンジを、事業

として行う者が現れます。そのうち規則の規定
する要件を満たすものが、適格仲介者（qualified
intermediary）です。適格仲介者が入る場合は
四角交換といわれています。適格仲介者が、中
に入って（法的には金銭や資産をいったん所有
して）、上で述べたA、B、Cの希望を叶える
わけです。これも、適格仲介者の入る四角交換
として図示しておきました。
これが、現在のアメリカの交換特例の利用、

活用の現状です。適格仲介者としては、そのた
めの会社もありますし、弁護士でも可能です。
いずれにしても、このくらい使いやすくしてあ
げないと、交換特例の制度が活きてこないと思
います。

５ おわりに

最後の「おわりに」というところに入りたい
と思います。ちょっと話が変わるのですが、先
日古い法律を調べていて、地租法に目がとまり
ました。明治６年太政官布告の地租改正条例が
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最初だと思いますが、地租法は、シャウプ税制
が入った１９５０年までありました。この地租法の
２９条、３０条に、土地の分筆と合筆は、税務署長
がやると書いてあります。地租が重要な税であ
ったことは言うまでもありませんが、分筆と合
筆は税務署長がやる、ということは、当時の地
租のような重要な税が民事法上の取引に強くコ
ミットしてくることをよく表しています。
そのことは、現在も同じでしょう。税法の解

釈適用において、借用概念論が強く主張されて
います。これが意味するところは、課税要件を
民事法の概念や要件を使って規律することです。
本日の「交換」についても、民法上の典型契約
の１つである交換契約を持ってくることになる
のだと思います。
しかし、既に述べましたように、典型契約と

しての「交換」の法律要件は、税法が規定しな
ければならない課税要件としては不十分です。
典型契約というのは、当事者がちゃんと決めな
かったら民法の規定が面倒をみましょうと言っ
ているだけで、とても租税法律主義が要求する
課税要件として成り立つような規定にはなって
いないように感じます。それに、本日見た時間
差交換やオプション、多数当事者の交換などに
ついて課税繰延べを認めるかどうかは、民法で
交換と言うから、あるいは、言わないから、と
いうことで決めるべき問題ではないように思い
ます。
おそらく、世間で行われる交換契約の大部分

は交換特例の適用を狙うでしょうから、借用概
念論といいつつも、事実上、交換契約の中味は、
課税上の扱いによって決まることになりそうで
す。これは、いわゆる「適格」要件について、
いつも生じる現象だろうと思います。会計との
関係で逆基準性という言葉がありますが、それ
を思い起こさせます。税法から民法の要件を規
律していくといったことが起こるわけです。た
とえば、もし多数当事者の交換について交換特
例の適用を正面から認めたら、そのような「交

換」契約が数多く締結され、そのような契約が
活用されることになるのでしょう。
もう少し深く考えてみると、日本で制定法た

る民法、民法典というものがなぜ存在している
のか、必要なのか、なぜ作ったのか、というこ
とに行き当たります。この議論をゼミなどでや
ると、結局のところ、不平等条約を改正するた
めという話になります。これは、コモン・ロー
の国々や、制定民法があってもローマ法由来の
普通法を経験しているヨーロッパ大陸の国々と
は大きく違います。「民法出デテ忠孝亡ブ」と
いう言葉（穂積八束の論文のタイトル）をご存
じの方も多いと思いますが、日本では、民法が
私人間の関係の規律を通じて社会のあり方を変
化させてきた側面が強いと考えられます。
このような性質は、税法にも共通しています。

ただし、税法は民事法が用意した法的関係を、
押さえ込む方向に作用してきたと思います。そ
のことは、組織再編成や信託などで明らかです。
「適格」という税法上の狭い要件を通過できな
い取引は、経済的に淘汰されます。交換という
行為についても、税法には税法の論理があり、
譲渡があった以上課税すべきであると主張する
ことは簡単です。しかし、納税資金が残るかど
うかは、経済的実質として異なります。交換は、
民法典で典型契約とされながら、納税資金が出
ないことで活用が妨げられている、といえそう
です。
先ほど申し上げた地租法もそうですが、日本

では、税法と民事法が一体となって人々の私権
を画してきた場面がいろいろとありました。そ
れが望ましいかどうかは別として、課税関係の
継続も、人々の享受する私権をどこまで実質化
するか、経済的に意味のあるものとして社会の
中で活用してゆくか、という観点から捉えるべ
きだろうと思います。
本日は大変つたない報告でしたが、ご清聴下

さり、本当にありがとうございました。
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法人税制における課税関係の継続について 

̶ 圧縮記帳からグループ法人税制へ ̶ 

岡村 忠生 

1 はじめに 

課税関係継続の構成要素としての交換 

2 課税関係の継続とは 

2-1 実現、譲渡、権利関係の変化 

 課税の＜繰延べ＞と取得価額 

2-2 広い意味での「課税関係の継続」 

みなし配当課税の繰延べ 

2-3 利益積立金額の退場と資本金等の額へのチャージ 

完全親会社株式 

完全支配関係がある場合のみなし配当事由による株式譲渡損益 

合併抱合株式 

2-4 制度化の理由 

経済実態に実質的な変更が無い（組織再編税制） 

一つの納税単位の中での移転（連結税制） 

実質的には資産に対する支配が継続（グループ法人単体課税制度） 

3 課税関係の継続をめぐる論点 

3-1 課税関係継続の理由 

3-1-1 実現主義との関係 

実定法による根拠の有無 

資 料

１／１２
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3-1-2 優遇措置の側面 

片面的繰延べ（圧縮記帳、交換特例、措置法買換特例） 

正当化できるか？ 

3-1-3 損失控除の制限 

所得税では、所得分類と損益通算の制限に依拠 

法人税では、みなし配当事由による資産移転との関連 

3-2 要件 

3-2-1 交換（50条、所法 58条） 

固定資産（生活用資産が含まれる） 
次の各号に掲げるものと当該各号に掲げるもの 

両当事者が一年以上保有 

交換のために取得したと認められるものを除く。 

譲渡の直前の用途と同一の用途に供する。 
 「同一」の範囲、資産（の同種性）との関係 

損金経理、適用を受ける旨の記載 
選択制。利益のみ繰延べ， 

� 「交換」とは、そもそも何か？ 
多角的交換、売買と交換、移転の同時性、段階取引 

内国歳入法典 1031 条の議論（参考） 

3-2-2 買換え（措置法 65条の 7） 

列挙資産 

事業年度内の取得 

取得の日から 1年以内に事業の用に供する。 
� 納税資金とロックイン、片面性の説明 

3-2-3 有価証券の転換（61 条の 2 第 13 項） 

各号に掲げる有価証券 

各号に定める事由により譲渡 

当該事由により当該各号に規定する取得 
� 権利内容の変化と実現・・・法規には書ききれない（多くの）場合 

3-2-4 適格組織再編成（2条 12号の 8～17、令 4条の 3） 

合併、分割、現物出資、株式交換、株式移転 
法人段階（支配の継続）と株主段階（投資の継続） 

� 要件を規定に書き切れるか、書き切るべきか？ 

２／１２
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現物分配（2条 12 号の 15） 
 直前における完全支配関係（分配資産保有の継続？） 

3-2-5 グループ法人税制 

グループ内資産譲渡・非適格合併（61 条の 13） 
完全支配関係 

グループ内贈与（利益積立金額の移転）（25 条の 2、37 条 2 項） 
法人による完全支配関係 

みなし配当事由による株式譲渡損益の不計上（61 条の 2 第 16 項） 
完全支配関係 

合併抱合株式の株式譲渡損益の不計上（61 条の 2 第 3 項） 
非適格合併（完全支配関係に限らない） 

3-3 処理方法と効果、副作用 

3-3-1 実現（図説１） 
実現の果たす機能 

課税時期（課税の時点、年度帰属） 

所得の人的帰属 

所得の範囲（株主法人各取引） 

3-3-2 課税繰延べと取得価額の機能（図説２） 

取得価額の引継ぎ (transferred basis) 

取得価額の置換え (exchanged basis) 

3-3-3 非適格資産（交換差金）の扱い 
受取側は、按分的利益（損益）認識。支出側は？ 

3-3-4 課税繰延べの弊害（図説３） 

所得の振替 
資産といっしょに、損失も贈与 

取得価額の付替え 
高い取得価額を選択的に利用 
関連者と交換 

3-3-5 調整勘定方式（図説４） 
組織再編税制の引継ぎより、優位性あり。 

3-3-6 損失計上の制限（図説５） 
内国歳入法典 267 条(d)、1014 条 
前主の損失を「半殺し」 

３／１２
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3-3-7 株式譲渡損益の不計上（61条の 2第 3・16 項、法令 8条 1項 5・19 号）（図説 6） 
アウトサイド・ベイシスの放棄をどう評価するか？ 

子会社株式への投資（原資）が回収されない。 

4 同種資産の交換（内国歳入法典 1031条1） 

4-1 時間差のある交換 (Deferred Exchanges) 

・ 判例と議会報告書 
Starker v. U.S., 602 F.2d 1341 (9th Cir. 1979)  

5 年間、年 6%増価 
General Explanation of the Tax Reform Act of 1984, at 244. 

� 売買との区別、延払基準の攪乱 

・ 要件 (§ 1031(a)(3)) 

� 資産譲渡後 45 日以内に、代替資産を指定する。または、 

� 資産譲渡後 180 日以内、もしくは、法定申告期限のいずれか
早い日までに、代替資産の引渡を受ける。 

・ 代替資産の指定 

� 時価に関わりなく 3つまでの資産、または、 

� 時価合計が譲渡資産の 200%以下となる無限定数の資産 

� 45 日以内であれば、取消と再指定可能 

・ 対価金銭のみなし受領 (constructive receipt) 

� みなし受領とされると、交換ではなくなる。 

・ 保証や担保（資産取得の履行確保） 

・ 時間差に係る利子や価格変動の補償 

� 4 つの safe harbor (Reg. § 1.1031(k)-1(g)(2)) 

・ 金銭以外の保証、担保等の履行確保措置 

・ 金銭の寄託(Qualified Escrow Accounts and Qualified Trusts) 

・ 適格仲介者(qualified intermediary) 

・ 利子、増価分(Growth Factors)の受領 

                                                             
1 阿部雪子「資産の交換・買換えと課税繰延べに関する研究」一橋法学 8巻 2 号 201 頁(2009)、9 巻 1 号
101 頁(2010)などを参照。 

４／１２
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4-2 オプションの利用（多数当事者交換と組み合わせる場合が多い） 

・ 制定法が認める期間内に代替資産または譲渡資産を欲する相手を見つけ
ることは困難。 

・ 例 (Rev. Rul. 84-121, 1984-2 C.B. 168) 
� 資産 X（取得価額 50、時価 100）を所有する A は、交換取得資

産 Y が見つかるまで、X を 100 で取得できるオプションを、
X を欲する B に対価 5 で付与する。B は、行使日において、
100 の金銭の代わりに、時価 100 の Y を取得して直ちに A に
譲渡することにより、オプションを行使する。 

� A は、オプション料 5 以外には課税を受けない。Y の取得価
額は、50－5（受け取った金銭）＋5（認識された利益） 

� B には、Y の譲渡による損益は生じない（取得後直ちに譲
渡）。Xの取得価額は 100（支払対価）＋5（オプション料） 

4-3 多数当事者交換（図説７） 

・ 三角交換 

� A（X を Y と交換したい）, B（X を買いたい）, C（Y を売りたい）
が登場。A は X を、B は金銭を預託する(escrow)。また、B は
Cを見つけ、Yを預託させる。Aは Yを、Bは Xを、Cは金銭
を受け取る。Aに対して 1031 条適用。 

・ よく用いられる交換（適格仲介者の入る四角交換） 

� A（X を Y と交換したい）, B（X を買いたい）, C（Y を売却した
い）に加えて、適格仲介者(qualified intermediary) I が入る。I
は、A との間で Y を対価として X を受け取り（交換）、直ち
に、Xを Bに売却する。代価を Cに支払う。 

� 適格仲介者 (Reg. § 1.1031(k)-1(g)(4)) 

・ 納税者と非関連。弁護士、交換仲介会社など 

・ 一時的であっても、資産を取得したものとされる。 

5 おわりに 
・ 借用概念論と民事法の課税要件化 

・ 民法典の存在理由 

・ 人々の関係、社会のあり方と民法、税法 

税法の論理と取引の経済的淘汰 

・ 税法と私権 

５／１２
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討論会 ９月２２日�・午後

大阪ガス�代表取締役副社長執行役員（租研評議員） 北前 雅人
総務省自治税務局市町村税課長 杉本 達治
大阪学院大学経済学部教授 日高 政浩
財務省大臣官房審議官 星野 次彦

司会 関西学院大学経済学部教授 林 宜嗣

●参加者（五十音順）

抜本的税制改革を巡る諸課題

討論中に言及されている資料は、巻末「資料編１頁～９６頁」に掲載されています。
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はじめに

（林） それでは、ディスカッションを始めた
いと思います。２時間、お付き合いをいただき
ます。私は司会役でございますが、タイムキー
パー的な役割を果たしたいという具合に思って
おります。
今、宇野副会長からもお話がございましたよ

うに、日本が非常に厳しい状況に置かれている
ことは、疑う余地のないところだろうと思いま
す。その中でやはり税制改革、これは非常に重
要な政策課題の１つですが、ここ数年、抜本改
革が必要といわれながら、なかなかそのような
改革にまで至らないというのが現状ではないか
と思います。
日本は、足元を見ますと、さまざまな経済問

題を抱えています。その中で東日本大震災が発
生し、さらに復旧・復興財源はどうするのだと
いう課題が今、突き付けられているわけであり
ます。しかしながら一方で、巨額の財政赤字、
累積債務、それから少子高齢化という構造問題
を抱え、場合によってはまた格差問題といった
ようなことがいわれるようになってきました。
日本の社会経済状況の変化の特徴の１つは、短
期間の間にドラスティックな変化が起こるとい
うことです。従って、それに対応できるような
システムを大急ぎで作らなければいけないわけ
ですが、これがなかなか実行できないというの
が現状です。
税制は社会を支える非常に重要なインフラで

すから、もう一度ここで、今、日本が抱えてい
る税制の現状と課題はどういうことなのかを踏
まえながら、短い時間でありますが、皆様と考
える機会を持つことができればと思っておりま
す。
ディスカッションは、大きく２つに分けたい

と思います。第１ステージは総論、そして、第
２ステージは各論ということで、個別の税制に
ついて議論をしたいと思います。進め方は、財

務、総務、両報告者からお話をいただいた上で、
民間のパネリストからご発言をいただき、ディ
スカッションするという形で進めたいと思って
おります。
それでは、第１ステージとして、財政、税制

の現状と抜本的税制改革について、総論的なお
話を財務省の星野審議官からいただきたいと思
います。よろしくお願いいたします。
―――――――――――――――――――――

Ⅰ．財政、税制の現状と抜本的税
制改革

１．財政の現状と課題

（星野） ご紹介いただきました星野でござい
ます。今、林先生から、財政をめぐる総論的な
総括、問題意識をお述べいただきましたが、ま
さに私どもも同じような認識を持っております。
今日は、まず前半としまして、財政、税制を

めぐる現状、ファクトファインディングになり
ます。今までお聞きになられた点も多かろうと
は思いますが、まず総論としてそのお話をさせ
ていただきたいと思います。お手元に財務省主
税局の資料がございますので、これに沿ってご
説明したいと思います。
資料①（資料編３頁）は、２３年度一般会計の
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歳出、歳入です。左側は歳出ですが、社会保障
関係費が全体の３割を超える額になっておりま
す。社会保障関係費は、医療、年金、介護等々
ですが、これは、例えば医療ですと保険料、そ
れから窓口で払う自己負担分、これら以外に公
費負担が入っています。年金ですと、現在の給
付には、保険料だけではなくて、基礎年金の２
分の１には実は国の公費が入っているというこ
とです。社会保障関係費は年々増えていて、今
や３割を超えて、一般歳出で見るともう半分以
上になっているということです。実はこの公費
は、歳入の方を見ていただくと半分近くが公債
金収入、つまり借金によって賄われているとい
うことでございまして、これがすべて将来世代
の税負担ということでツケが回っているという
ことであります。
資料②は、いわゆるワニの口と呼ばれている

歳出・歳入の推移のグラフです。バブルの崩壊
後、歳出が高止まりになる一方で、歳入が減っ
ておりまして、大きくワニの口が開いてギャッ
プが増えているのがおわかりいただけるかと思
います。下の棒グラフが公債発行額です。２１年
度、２２年度、２３年度と連続して、実はこの棒グ
ラフが税収を上回っているという姿になってお
ります。こういう異常な姿は、過去を遡ると、
終戦直後の昭和２１年度にただ１回起きただけで
して、いかに異常な状況がここ数年続いている
かということがおわかりいただけるかと思いま

す。
資料③は、主な税制改革と税収の推移をまと

めたものですので、後でご覧いただければと思
いますが、所得税はフラット化をずっと進めて
きています。法人税も比較的減税を行ってきて
おります。それから、所得税については、住民
税への税源移譲も行っております。全体として
税収が落ちてきているわけですが、この間、景
気がなかなか回復しなかった、低迷していたと
いうことも大きな要因の１つになろうかと思い
ます。その中で消費税については、割と安定し
た収入が得られています。
次のページを並べて見ていただきますと、国

民負担率、特に租税負担率は主要国の中で最も
低い水準です（資料④）。アメリカは比較的低
いのですが、ご案内のとおり医療等について、
アメリカは公ではやっておりませんので、そう
いった負担を加えて考えれば、負担率という意
味では日本はかなり低く、先進諸国の中では最
低と言ってもいいかと思います。特に、個人所
得課税、消費課税が低くて、法人所得課税が相
対的に大きいということがおわかりいただけよ
うかと思います。
資料⑤及び⑥は、財政収支と債務残高の国際

比較を行っておりますが、リーマンショック以
降、各国とも財政収支が悪くなっていることが
見て取れようかと思います。日本はそれ以前か
ら財政状況が悪かったということで、債務残高
で見ていただきますと、格段に悪いということ
が一目瞭然かと思います。
資料⑦は、大量に発行されている国債の保有

者が誰かということを表すものですが、銀行、
生損保といった金融機関で約７割保有されてい
るということです。裏を返せば、財政のリスク
が起こったときに、金融に波及する恐れが高い
ということも言えるかと思います。日本の国債
は、これを見ていただくと海外の部分がかなり
低くて、日本の中で消化されているから大丈夫
だといったような議論をされる方がいらっしゃ
るわけですが、なかなかそういうことでもなか
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ろうと私どもは考えております。
１つは、将来は必ず税金で償還しないといけ

ない、利払いもしないといけないということで
すが、この金融機関を通じて国債を持っている
人というのは、基本的に資産家なわけです。し
たがって、将来その税金で国債の償還を行うと
きに、ある意味で所得の逆再配分が起こるとい
うことになるわけでして、そういう意味では財
政の機能を果たし得ないし、また、将来におい
て税収が国債の償還に大きく取られるというこ
とで、財政の硬直化が起こるというのが第１点
です。
それから、今後高齢化がさらに進みますと、

貯蓄率がますます落ちてまいります。過去に比
べまして相当貯蓄率が低下しております。近い
将来、国内ではやはり国債を賄いきれずに、海
外での消化に頼らざるを得ないことが起こって
くると思います。外国の投資家が国債を持つこ
とになると、政治・経済情勢等によっては保有
期間を短期化する傾向があり、場合によっては
金利が上昇し、国債の価格も下落するというこ
とも考えられますが、これが企業の経済活動の
足かせにもなりますし、先ほど申し上げた金融
機関の財務内容が悪化するといったことにもつ
ながろうかと思います。
今、ご説明してきたことからもわかるとおり、

財政は待ったなしでなかなか厳しい状況でして、
資料⑧ですが、その財政をどうやって立て直し
ていくかということで、昨年６月に財政運営戦
略というものを政府としてまとめております。
今後、財政をある程度持続可能としていくた

めには、公債残高を経済規模、つまりGDP比
で下げていくことが必要になるわけです。上の
表のストック目標が、ある意味で財政の究極の
目標なのだと思いますが、債務残高の対GDP
比を安定的に低下させるという目標を掲げた上
で、なかなかこれはすぐには達成できないので、
当面プライマリーバランスを黒字化していこう
という目標を定めております。これがフロー目
標です。遅くとも２０２０年、１０年間のうちに何と

かこれを黒字化に持っていくということです。
プライマリーバランスが黒字化すれば、金利と
成長率が仮に同じ率で伸びていくとすれば、そ
れは経済規模比で国債残高が増えていかないと
いうことが確保されますので、とにかくプライ
マリーバランスを何とか黒字化しようというこ
とです。ただ、これもすぐには達成が大変だと
いうことで、２０１５年度までに赤字の対GDP比
を２０１０年度から半減するというところが当面の
目標になっています。このフロー目標に沿って
何とか財政の健全化を達成していこうというこ
とです。今、申し上げた財政健全化目標という
のは、国際公約にもなっております。
資料⑨に昨年のトロント・サミットの宣言文

を載せておりますが、見ていただくと「先進国
は、２０１３年までに少なくとも赤字を半減させ、
２０１６年までに政府債務の対DGP比を安定化又
は低下させる財政計画にコミットした」という
ことで、各国ともリーマンショック後の財政の
出口戦略をコミットしているわけです。日本は、
２０１３年、２０１６年という各国のコミットよりもや
や遅いテンポです。それでも今の日本の状況を
見て、そのテンポで何とか財政を健全化してく
ださいということで各国が注目している中で、
ここに書かれているように日本政府としては、
財政健全化計画を国際的なサミットの場で発信
したということです。
また、今年の５月のドーヴィル・サミットに

おいては、震災後、震災復興のお金がかなりか
かるわけですが、その震災復興のための資金を
供与しつつ、財政健全化の計画をちゃんと維持
していこうと、財政の持続可能性の問題にも取
り組んでいくことを宣言しているわけです。
資料⑩では、先ほど申し上げたとおり、国際

的にリーマンショック後、各国は財政健全化目
標にコミットして、何とか財政を立て直そうと
しているわけですが、ご案内のとおり、最近、
国家の債務問題、ソブリンリスクの問題が大き
く取り上げられております。ご案内のとおりギ
リシャに端を発して、ヨーロッパ各国、財政の
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危ない国において、次々と市場の洗礼を受ける
ような形で動揺が広がっております。アメリカ
も財政の悪化に伴って、国債の格下げというこ
とが問題になっております。財政健全化の取組
というのは、世界的にも注目されております。
したがって、日本としても対外的に健全化へ

の取組をきちんと示して、それを達成していく
ことを見せていかない限り、いつ何時市場から
の洗礼を受けるか、それから、国際的にも信用
をなくしてしまうかという瀬戸際に立たされて
いると言っても過言ではないと思います。
資料⑪は、財政状況を総括的にわかりやすく

表にしておりますが、OECDの中の比較で、
１９９１年と２００８年を比較したものです。GDP比
でみて、社会保障支出自体はかなり伸びており
ます。８．３％の伸びということです。この社会
保障支出の増大を何とか財政の中でのみ込むた
めに、例えば公共事業、教育、ODA、防衛費
もそうだと思いますが、そういうものをかなり
切り詰めているわけです。それでもその社会保
障費というのは、毎年１兆円ぐらいずつ自然増
で増えておりますので、全体として政府の総支
出が伸びております。
一番右側、社会保障支出以外の支出というの

は、実はもう対GDP比で見て、OECDの中で
最低の比率になってきているわけです。その他
の経費を切り詰める、歳出削減をしていこうと
いっても、なかなか厳しい状況になっていると
いうことです。したがって、社会保障支出をど
うしていくかということも、併せて考えていか
ないといけないということだろうと思います。
租税負担率は、先ほど主要国のものを見てい

ただきましたが、資料⑫の左側、対GDP比で
見た租税負担率、実はOECDの中で２００８年で
は最低になっています。ですから、国民の税の
負担というのは、実は重税感というのはあるの
かもしれませんが、客観的にこの数字で並べて
みると、やはり相当低い水準のままになってい
るということです。したがって、社会保障の給
付に見合った税をなかなか確保しきれておらず、

負担水準の引上げも併せて考えていかないとい
けないということが言えようかと思います。
それからもう１つ、先ほどアメリカの格付け

の話を少ししましたが、今週に入ってイタリア
も格下げになったりしています。８月２４日に
Moody’s が日本の国債の格付けを下げており
ます（資料⑬）。Aa２からAa３に引き下げて、
見ていただきますと、３社の主要格付け会社、
いずれもAa３のレベルになっていまして、も
う１つ落ちるとシングルA格になるという状
況になっております。シングルA格になると、
例えば外国の銀行が日本の国債を持つ場合に、
日本の国債は一応リスク資産としてカウントし
なければいけないことになりますので、いつ何
時格下げみたいなことになって、それが引き金
になる恐れもあろうかと思います。
Moody’s のプレスリリースの一番下を見て

いただきますと、「一体改革成案は、まだ詳細
な形になっていないが、政府がそれほど遠くな
い将来に適切なタイミングで政策を実施し、経
済成長が回復して財政改革を下支えすれば、市
場の信認維持を支えることになるとみられる」
といったようなことが書かれておりまして、こ
の後ご説明します一体改革、これについてやは
りきちんとやっていくことが求められている、
市場は見ているということだと思います。
内閣府の試算が８月の半ばに出されておりま

す（資料⑭）。詳しい説明は省略いたしますが、
この後ご説明する社会保障・税の一体改革をき
ちんと行わないと、２０１５年度にプライマリーバ
ランスの半減という、先ほど申し上げました最
初の財政の目標すら達成できないということが、
この試算の中でも明らかになっております。何
とか２０１０年代半ばの消費税の引上げを含む一体
改革を成し遂げていく必要があるということで
す。その中身が何かというのは資料⑮以下です。

２．社会保障・税一体改革の概要

資料⑮は、議論の経緯ですが、ご案内のとお
り６月３０日に「社会保障・税一体改革成案」と
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いうものが検討本部で決定しておりまして、翌
日７月１日に閣議報告されております。この成
案の中には、この成案を基に与野党協議を呼び
かけていきましょうということが盛り込まれて
おります。
実は、この社会保障・税の一体改革は、長い

議論の歴史がありまして、平成２０年、２１年は自
民・公明の連立政権時代でして、このころから
議論されていて、議論の成果を踏まえて、菅政
権以降、更に議論が深められて、成案に結び付
けられているということです。そういう意味で
は、かなり与野党の主張自体は近いものがあり
ますので、何とか議論を乗り越えて、一体改革
を成し遂げていただきたいと思っております。
資料⑯は、一体改革の概要ということで、一

番重要な部分が社会保障の安定財源の確保とい
う話になるわけです。成案の中では、社会保障
改革の安定財源を確保していくことを通じて、
財政健全化を同時に実現していくことが重要だ
としております。それをやっていくしか道がな
いのだということが、強く訴えかけられており
ます。
特に、安定財源確保の中で重要な点を網掛け

で示しておりますが、１つは、社会保障給付に
要する公費負担の費用は、消費税収を主な財源
として確保しようということです。２番目とし
て、消費税収は全て国民に還元して、官の肥大
化には使わないということです。消費税を原則
として、社会保障の目的税としましょうという
ことが、第２点目に書かれております。３番目、
そのために、まずは２０１０年代半ばまでに、段階
的に消費税率を１０％まで引き上げるということ
が書かれております。
今回、この成案の中には、社会保障の改革の

方向性というのもかなり詳しく書き込まれてお
ります。例えば社会保障の機能強化です。今ま
でですと、年金、医療、介護だけだったわけで
すが、それに加えて、子育て、少子化対策みた
いなことにも振り向けていきましょうといった
ことや、若干綻びが見えている医療制度の機能

を強化するといった話がいろいろ盛り込まれて
おります。また一方で、社会保障の重点化・効
率化についても、こういうところを効率化すべ
きだということが併せて書かれておりまして、
社会保障の今後の方向性について、かなり明確
に打ち出されていることが特徴です。それによ
って社会保障の持続性を確保しようという意図
で書かれているものです。
それから、資料⑰は、各論のところでまた後

ほど説明をいたします。成案の中で各税目につ
いての改革の方向性が書かれております。
資料⑱の真ん中のところですが、「経済状況

を好転させることを条件として遅滞なく消費税
を含む税制抜本改革を実施するため、平成２１年
度税制改正法附則１０４条に示された道筋に従っ
て平成２３年度中に必要な法制上の措置を講じ
る」ということが書かれております。これに従
って、来年の３月末までに、政府として税制改
革のための法案を通常国会に提出していくとい
うことです。ここに書かれていることは、附則
１０４条にも同じように書かれておりまして、政
府にそれが義務付けられていると考えておりま
す。この方針の下で、何とか今後与野党協議が
進むとともに、税制調査会などを通じて議論を
進めていく必要があると考えております。
私からは以上です。

―――――――――――――――――――――
（林） ありがとうございます。
それでは、地方財政、地方税について杉本課

長、お願いします。
―――――――――――――――――――――

Ⅱ．地方財政・地方税制の現状と
抜本的税制改革

１．地方財政の現状と課題

（杉本） それでは、総務省自治税務局と書い
た資料の方をご覧いただきたいと思います。報
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道等をご覧になられますと、国の財政の状況と
か税の状況などは、よく出てきますが、地方の
関係はあまり報道等もされませんので、こうい
う機会に地方の税財政がどうなっているかとい
うことも含めて、ご説明をさせていただければ
と思っております。
まず、資料❶（資料編５９頁）は、地方の財源

不足額の推移です。国と同様に毎年大きな財源
の不足というものが生まれております。最近で
言いますと平成１９年くらいに少しよくなりまし
たが、その後リーマンショックを受けて、現状
でも約１４兆円、毎年こういった規模の不足額が
出ているということです。
資料❷の地方の借入金の残高を見ていただき

ますと、地方は最近ずっと増えておりましたが、
２００兆円ぐらいで頭打ちになっている悪い状況
が続いているということです。これについては、
国なんかでよく、赤字が生じていると７００兆円
とか８００兆円とか、そういう議論がございます。
２００兆円ぐらいなので、地方の方がまだいいの
かということを直感的に感じられるかもしれま
せん。もちろん政府というのは国と地方全体で
形成されているのですが、そういう中でも実は
世界的に見た場合に、地方でこんなに大きな赤
字を抱えているというか、借金を持っていると
いう国はございません。例えばOECDの平均
で見ますと、GDPに対して地方の借金は７％
ぐらいといった規模なのですが、日本で２００兆
円というのは、日本のGDPの４６％ぐらいです
ので、そういう意味で日本は、世界の中でも地
方の借入金が多いという状況です。
そういうことで、見ていただいたとおり、地

方は最近赤字の規模というのはそれほど膨らん
でいないように見えるわけですが、どういうふ
うにやってきているかと言いますと、一般歳出
の削減ということを取り組んできております。
資料❸でご覧いただきますように、約１０年の間
に１６．８％の一般歳出の削減を行っているという
ことです。
ただ、この中身を見ますと、下に四角い表が

ございますが、都道府県、市町村を見ていただ
いても、財政力の弱い、もしくは小さな規模の
市町村、こういったところが必然的に削減率が
大きくなってきているということです。市町村
の仕事として考えますと、大きな市も小さな町
村も同じように、日本国内、福祉の水準などを
維持しなければいけないというところで、やは
りそういったしわ寄せが、財政力の弱い小さな
町村などに来ているということです。
もう１つ、公務員の数とか、給与の関係での

削減の状況も書かせていただいております。資
料❹の上の方の右側の表をご覧いただきますと、
右肩下がりになっております。これは地方公務
員の数の推移でして、平成６年からずっと１６年
連続して地方公務員の数は減ってきています。
国家公務員は、自衛官等を入れても１００万人ぐ
らいですが、地方公務員は３００万人ぐらいいる
のですが、これを約５０万人純減してきていると
いうような状況です。
もっと減らせるのではないかということにつ

いて、左側の円グラフを見ていただくとおわか
りいただけるかと思いますが、このグレーの部
分というのが、実を言いますと、法律や政令で
大体定員が決められているものでして、これは
簡単には減らすわけにはいかないというところ
です。白抜きになっております公営企業の関係、
それから、福祉以外の一般行政の分野、こうい
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ったところで今、大きな削減をしてきていると
いう状況です。
ここ５年ばかりの状況を見てみましても、下

の方の表にございますように、この５年間、「集
中改革プラン」というのを実施してきておりま
すが、もともとの目標が左側の真ん中のところ、
目標が６年間で６．４％の減というのを上回って、
７．５％の減少ということで、こういう努力を地
方公共団体では行っているというところです。
公務員の給与の水準についても、地方公共団

体では改善をしているということです（資料❺）。
ラスパイレス指数というのをお聞きになられ

た方もいらっしゃるかと思いますが、国家公務
員の給料を１００として比較した場合ということ
です。ずっと以前は地方公務員の給料は相当高
いといわれておりましたが、現状はもう国家公
務員の給与水準を下回って、９８．８。１００を下回
っている団体が８割を超えているという状況で
す。
また、資料❺の一番右下の表をご覧いただき

たいと思いますが、これは国家公務員と地方公
務員を比べた場合の給与の水準ですが、括弧の
中が平均年齢ということになります。これを見
ていただきますとおわかりいただきますように、
平成２２年度、国家公務員と地方公務員では、地
方公務員の方が年齢構成は高いのですが、給与
の単価は安くなっている状況になっているとこ
ろです。こういう苦しい中で、地方の場合は歳
出を、地方公務員の給与、定数も含めて削減し
ながら、何とかぎりぎりのところでやっている
というところです。

２．地方税制の現状と課題

資料❻は、地方税の全体像ということで棒グ
ラフにしております。大きく言えば３５兆円程度
で前後しているというところです。実を言いま
すと、平成１９年度をご覧いただきますと、３兆
円の税源移譲というのがございます。これは、
いわゆる三位一体の改革を行いまして、国から
地方に３兆円の税源移譲を行っております。そ

ういう意味では、足元の２３年度、３５兆円になっ
ておりますが、昔と比べるときにはこの３兆円
を除いた３２兆円程度ということでご覧いただき
ますと、この２０年の中でも最低の水準に今なっ
ているという状況です。
地方税の特徴をご覧いただきたいということ

で、資料❼では国税と地方税を並べまして、税
目を比較したものです。個人住民税というのは
所得課税ですので、所得課税、それから、法人
税も所得課税ですが、これを見ていただきます
と、大体国と地方は同じです。大きく違います
のは、消費税と地方消費税の間接税のところで、
国の方が大きいということです。それから、資
産課税が逆に地方の固定資産税が大きい、ここ
が一番特徴的かと思います。
その結果、下の方の県と市町村のところのグ

ラフを見ていただきますと、市町村は、ご案内
のとおり福祉サービス等、行政サービス、特に
対人的なサービスというのは市町村が中心に行
っており、しかも、小さな市町村も多いもので
すから、安定的な税収が必要ということで、こ
こに固定資産税がはめられているということで
す。
もう１つ、道府県税の方をご覧いただきます

と、法人課税の比率が２８．８％となっております。
これをご覧いただきますとおわかりいただける
のは、国の方の法人税の比率に比べても大きく、
景気の動向の影響を受けやすいということで、
今、非常に厳しい財政状況になっているという
ところです。
平成に入ってからの税収の動向（資料❽）を

ご覧いただきましても、所得課税のところは平
成１９年度でがばっと上がっておりますが、法人
二税のところはやはり変動が大きいということ
で、地方消費税はその中でも安定的であるとい
う状況です。
地方税のもう１つの特徴は、各団体によって

ばらつきがあるということです。全国計で議論
をしていても、やはり苦しいところ、それなり
にうまくいっているところとの差が大きいとい
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うのが、資料❾―１のグラフでご覧いただける
かと思います。人口１人当たりに比較しまして、
税収額を指数に置き換えまして、書いておりま
す。全国平均を１００とした場合の数値です。
そうしますと、資料❾―１の一番左側、地方

税計をご覧いただきますと、その下のところに
ありますが、最小の沖縄県と最大の東京都を比
較いたしますと、１人当たりの税収が２．７倍で
す。これだけの差があるということです。税目
ごとにこれをご覧いただきますと、地方法人二
税は、６．１倍という非常に大きな差があります。
他方、地方消費税とか、固定資産税は比較的低
い倍率の差であるということです。
資料❾―２はまた逆に、例えば自動車税をご

覧いただきたいのですが、間接税の関係です。
最大、最小が２．０倍になっておりますが、見て
いただくと、自動車税は東京都が最小で栃木県
が最大になっています。自動車はやはり地方部
が多いものですから、こういう間接税の関係に
なりますと、消費税も含めて、税収の格差を縮
小するような方向で働いているということです。
資料10は、国と地方のマクロで見た場合の税

源配分がどうなっているかという表です。一番
上が国民の租税が約７５兆円、一番下がサービス
の還元として、国と地方の歳出の総額というこ
と１６６兆円です。大きく言えば、租税で賄って
いる割合がこれだけ少ないというのが大きな問
題かと思います。
それで、国と地方の割合を見ていただきます

と、上の方の国税と地方税が、これは税収の比
較でして、国と地方が大体５３対４７になっている
ということです。その下の歳出のところでご覧
いただきますと、国と地方は、国が４３、地方が
５７となっております。これは対人サービス、行
政サービスは都道府県・市町村を通じて行われ
ているのが多いということもありまして、実際
に使っているお金は地方が大きいということで
す。今、地方は地域主権、地方分権という流れ
の中で、国と地方の間の税収の割合をせめて５
対５にできないかということで、議論をさせて

いただいているところです。
今後の方向性の細かいところは、後ほどまた

各論で申し上げますが、資料11から大きな今後
の方向性ということです。資料11の第１０４条第
３項第７号ですが、この中にありますように、
地方税制については、地方消費税の充実を検討
するとともに、地方法人課税のあり方を見直す
ということで、大きくは地方消費税の充実、あ
とは法人課税をどうしていくかということで、
偏在性の小さい安定した地方税体系を構築する
という方向性が示されているところです。
この考え方は資料12にもございますが、本年

度の税制改正大綱でもほぼ同じ内容が書かれて
いるところです。
資料13はまた後ほど申し上げますが、社会保

障と税の一体改革の成案の中でも大体同様の考
えが示されているというところです。
総論としては私からは以上でございます。

―――――――――――――――――――――
（林） ありがとうございます。
今、お話がございましたように、国も地方も

国民や住民の受益に対して負担が絶対的に、構
造的に不足していることは否定できない事実だ
ろうと思います。従いまして、今後、負担を上
げていかざるを得ないとするなら、それでは、
どういう税制にすればいいのかというお話は、
各論のところでも伺えるかと思います。財政或
いは税制全般につきまして、民間の立場から北
前さんにご発言いただきたいと思います。
―――――――――――――――――――――

Ⅲ．財政・税制の現状と抜本的税
制改革についての討論

〔産業界から見た意見〕
（北前） 大阪ガスの北前でございます。財務
省の星野様、総務省の杉本様、詳細なデータを
用いてのご説明をありがとうございました。特
にわが国の歳出と税収の差が拡大傾向にあると
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いうグラフを拝見しますと、あらためてその開
きについて実感したところであります。また、
健全財政に向けて、行政サイドの取り組みもご
説明いただき、それについてはよく理解できま
した。ありがとうございました。私はこれらの
ご説明をお聞きしまして、産業と企業の立場か
ら意見を述べさせていただきたいと思います。
まず、現在の経済環境についての認識ですが、

大震災の影響で寸断されましたサプライチェー
ンの復旧は、震災後数カ月を経て急速に回復し
てきて、生産も持ち直しつつあると認識してお
ります。これは私どもガスの販売を通じても４
月にどんと落ち込んだガスの工業用の販売量が
徐々に回復してきているというところです。
しかしながら、ここにきまして、アメリカの

景気減速とか、欧州の財政危機、こういう世界
情勢を反映しまして、急激な円高が進展し、こ
れによります日本経済の悪影響については、相
当程度のものがあるという認識もしております。
また、復旧・復興の遅れ、また、最近は相次ぐ
台風の被害など、先行きの不透明感というのが
なかなかぬぐいきれないという状況であろうと
考えております。
このような環境の下ですが、わが国の産業、

企業につきましては、やはり国内市場が縮小し
ています。それから、他国に比べて高い法人税
の負担、或いは諸外国との経済連携協定の締結
の遅れ、こういうことに非常に危機感を抱いて
おります。そういう中で成長投資の機会を、や
はり海外に求めていくという傾向がどんどん強
まっていると考えております。さらに今、過度
な円高の進行で、企業が国内で事業拠点、生産
拠点を維持していくことが一層困難になってき
ているのではないかということです。
このような状況の下で、産業、企業に関する

税制につきまして、次に述べます３点の事項へ
の対応が重要と考えております。１点は震災復
興、２つ目は競争力の強化、３つ目は財政再建
という、この３点です。
震災復興につきましては、今、最優先すべき

課題であると考えています。そのためには、被
災された企業の再起を支援する税制を導入する
とともに、消費税等を中心としました税収によ
りまして、震災復興財源の確保を図ることが必
要であると考えております。
２つ目の競争力の強化につきましては、産業

の空洞化を抑止し、日本のものづくりの競争力
を維持すること、それが将来の税源の育成にも
つながることを考え合わせますと、企業のグ
ローバル競争力の強化に資する税制の導入が必
要であると考えております。
財政につきましては、先ほどのご説明にもあ

りましたが、わが国の財政は非常に危機的な状
況にある、財政再建を先延ばしすることはなか
なかできないという状況にあると認識しており
ます。これは財政危機を主要因とします欧州経
済の混乱を見ても明らかです。財政規律を保つ
ために、膨らみ続ける社会保障費の支出の抑制
と、一方で安定した税収構造の構築が必要であ
ると認識をしております。
次に、地方財政、税制について感じますのは、

現在のわが国の状況を見るに、地域経済の活性
化が必要であるという思いです。これまでわが
国は効率化を求めまして、一極集中というのが
推進されてまいりましたが、今後はある程度の
分散化、すなわち地域経済の活性化が必要であ
ると感じております。
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そのためには、最後にお話がございましたが、
地方への権限移譲と財源の分配が必要となると
思いますが、これに関してはまた後ほどご説明
があると思います。各論部分でお話を伺いたい
と考えております。
私からは以上でございます。

―――――――――――――――――――――
（林） ありがとうございました。震災復興の
財源は消費税を中心とした税収によるべきでは
ないか、そして、企業のグローバル化に対応し
た成長戦略に資するような税制が必要ではない
かというお話がございました。
それでは、日高さん、お願いします。

―――――――――――――――――――――

〔税制のあるべき姿〕
（日高） 大阪学院大学の日高です。今回この
ような形で参加させていただきまして、ありが
とうございます。先ほどは日本の財政状況、あ
るいは地方が置かれている状況について、詳細
な説明をいただきまして、大変勉強になりまし
た。私は財政学を専攻して研究しておりますの
で、その観点から幾つか発言をさせていただき
たいと思います。
まず、総論につきましては、やはり税制のあ

るべき姿について、どのように考えるのかとい
うことが大事なポイントであろうと思います。
その点で３つ取り上げたいと思います。
第１は、先ほど財政の状況として、赤字が拡

大している状況であるということ、それから、
現在の税制の構成につきまして、資料でご説明
があったかと思います。財務省の資料④のとこ
ろに、わが国の租税構造の資料がございまして、
国民負担率で見ますと４０．６％の比率になってい
ます。構成を見ますと社会保障負担が１番多く、
２番目が個人所得課税、消費課税が３番目とい
う構造になっているわけです
問題としましては、今現在、非常に大きな財

政赤字を抱えていますが、その主な要因が税収
不足なのかどうかということが、まずもう一度
確認をさせていただきたいことす。財政赤字の
主因が構造的な支出にあるのか、収入にあるの
かということです。仮に収入構造に大きな問題
があるということであれば、これは抜本的に見
直さないといけません。しかも、先ほどの資料
④の姿というものを前提にしながら、微調整で
済むような問題なのか、或いは抜本的に税構造
自体を大きく変えるぐらいのデザインが必要な
のかということです。
私は、税収不足がかなり大きな要因なので、

いわゆる抜本的といわれていますが、大きく税
収構造自体を見直すぐらい、大きな改革も視野
に入れて考えるべきなのではないか、単に、現
在の配分から比例的に見直すとか、そういうこ
とではない改革が必要に迫られているのではな
いかという気がしますが、これについて少しお
考えをお聞かせ願いたいと思います。
２つ目ですが、国全体を見まして、税の問題

を考える際に社会保障と税の一体改革、すなわ
ち社会保障の改革と併せて税の改革を行う、い
わゆる支出面と税収面と一体で見直すことが、
取り組みとして上げられているわけです。社会
保障以外の分野についても、同時に考えるべき
ではないかというのが２つ目のポイントです。
例えば法人課税につきましては、企業の国際
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力の維持向上であるとか、或いは、国内立地の
確保といった税制面での措置ということもかな
り有力な手段としてあり得ます。ですから、税
については、単に税収を上げるだけではなくて、
民間部門に特定のインセンティブを与えて促進
するとか、そういった手段としても活用し得る
ものがあるのではないかということです。
税については、ある一定の税収を上げなけれ

ばいけないという制約があるものの、その制約
のみで税制のデザインをするだけではなくて、
ある種の政策的な誘導のインセンティブを与え
るといったことも必要だと考えます。政府支出
として社会保障だけを考慮しながら税制を考え
るのではなくて、その他の経済政策で経済活力
を与えるような政策の一環として、単に支出だ
けではなくて、税制をとらえて同時に考えるべ
きではないかと考えます。
そうしますと、これも質問なのですが、社会

保障・税一体改革の中では、社会保障支出の改
革が主であって、消費税の増税を含む税制改革
は後追いのような形になっている印象を受ける
のですが、もっと税制も一体として政策的な減
免措置なども含めて議論をする方が望ましいの
ではないかという気がします。
３点目ですが、これは国と地方の関係につい

てです。従来から国と地方の関係につきまして
は、支出面では国対地方は２対３で、地方が６
割という高い水準です。税収面では国対地方が
３対２、地方が４割、国が６割というふうに国
の方が多いという姿になっています。この差を
国から地方への交付税とか、補助金による移転
で埋めているという構造になっているわけです。
最近では地方税の割合が増加傾向になっていま
す。これは先ほどもありましたように、税源移
譲の関係があって変化してきていると思われま
す。これで国と地方の財源配分が安定的な姿に
なっているのか、或いは、安定的な方向に向か
ったと評価できるのかどうかということなので
す。
１つ問題なのは、やはり財源不足、財政赤字

が国も地方もあるということです。地方でも財
源不足、これも税財源不足ということが主な要
因であるならば、これを国と同じようにどのよ
うに埋めていくのかということが問われている
のだろうと思います。その際に地方税の拡充を
行って、国から地方への移転は小さくするとい
う手法が望ましい、いいかえると、地方につい
ては、もっと地方税の税収を上げていく方向が
望ましいのか、或いは逆行するのかもしれませ
んが、国税収入をしっかり確保して、そこから
地方への移転をするという形で、地方の財源は
任せるという選択肢も１つにはあるのかもしれ
ません。どちらの方策が望ましいと考えられて
いるのかということを、お聞かせ願えればと思
います。
以上です。

―――――――――――――――――――――
（林） ありがとうございました。３つ質問な
りご意見がありました。第１は、今の財政悪化
の主たる原因は、歳出の膨張にあるのか、税収
不足にあるのかということです。第２に、一体
改革という場合、これは特に税の構造の問題だ
ろうと思いますが、社会保障だけではなくて、
産業政策的なものと税との一体改革を考えてい
く必要があるのではないかということです。第
３は、地方の財源不足は、どのような方法でそ
れをカバーしていくのがいいのかということで
す。
星野さんと杉本さん、お取りになった形の質

問に対してのお答えという形で結構ですので、
北前さんと日高さんのお話に対してご説明をい
ただければと思います。
―――――――――――――――――――――

（星野） ご指摘、ありがとうございます。
まずは北前さんがおっしゃっていた震災の関

係ですが、この後、各論で震災の税制について
は触れさせていただこうと思っておりますので、
そこで述べさせていただきます。震災の対応に
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ついては、どういった税でやるかというのはい
ろいろな議論があると思います。実は、先週か
ら今週にかけましていろいろ大きく動いており
ますので、最近の動きも含めまして、ご説明さ
せていただきたいと思っております。
〔企業のグローバル競争力の強化に資する税制
の導入〕
それから、企業のグローバル競争力の強化に

資する税制をということで、これはおっしゃる
とおりです。問題意識は我々も共有しておりま
して、そういう意味では法人税の実効税率の引
下げ等が必要だと思っております。これも後ほ
ど触れさせていただきますが、実は２３年度改正
案で、ご案内のとおり法人実効税率の５％引下
げを盛り込ませていただいているわけですが、
国会状況等もありまして、まだ実現をしており
ません。その辺も含めて何とか企業の税負担は、
今後引き下げる方向で検討していきたいと思っ
ております。
その関連で、日高先生が先ほどご指摘されて

いた産業振興策、経済活力としての税制という
話です。経済のために、例えば、法人税の税率
を下げるのか、それとも、ピンポイントで政策
税制にするのかというのは、これまでも議論が
あって、例えば、研究開発税制や中小企業の関
係の投資促進策というのは、租税特別措置でや
ってきたという経緯がございます。ただし、租
税特別措置は複雑化するので、そういったもの
を縮小して課税ベースを広げる一方で、税率自
体を下げたらどうかという議論が最近は若干強
いということで、２３年度改正案は税率を引き下
げる方向で組ませていただいているということ
です。
〔財源を調達する手段としての税〕
それから、税の構造の話で日高先生が言って

おられました、税収不足が要因かどうかという
ことですが、これは歳出構造、社会保障でもっ
てかなり財政が圧迫されているというのが１つ
の大きな要因ではございます。一方、税の最大
の機能でございます財源を調達する手段として

の税というのが、その機能を果たしきれていな
いという基本的な認識を私どもも持っています。
そういう意味では、税の構造を抜本的に改めて、
税収不足を解消しないといけないと考えており
ます。やはりそのためには消費税の引上げを中
心として税の見直しをやっていかないといけな
いと考えております。この後、各論でも、少し
どういった税の方向性があるかを述べさせてい
ただきたいと思います。

―――――――――――――――――――――
（林） ありがとうございました。それでは、
杉本さん、お願いします。
―――――――――――――――――――――

〔地方税の復興財源〕
（杉本） それでは、私の方から地方税関係の
ところをご説明させていただきます。
北前さんからお話がありました復興税制の件

は、後ほどご説明をさせていただいたこうと思
いますが、１つ、大きな前提としまして、地方
税の復興財源というか、かかわり方についてで
す。
まず、基本的に今回の復旧・復興については、

地方公共団体が被災地においてはお金を使うと
いうか、当然事業を行っていくことになるわけ
です。ただ、地方税の特徴は、皆様方ご自身に
振り返ってお考えいただくとよくわかるかと思
いますが、やはり大阪にお住まいの方は、自分
の払った地方税というのは、大阪府なり、市な
り、それ以外の市町村で払われたものはそこで
使ってもらうというのは、多分基本的な原則な
のだろうと思います。
そういうこともございまして、復興税制を考

えるときには、被災していてお金を使う団体と、
それから、例えば地方税で引き上げた場合には、
それを払ってくださる方々の場所が違うという
ところ、単に場所が違うだけではなくて地方団
体の人格が違うわけです。ある意味、誰かに対
して手を差し伸べるかどうかというお話になっ
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ているわけです。そういうことから言いますと、
そういったところは国を通じて地方交付税で補
てんをしていくことはございますが、例えば全
国的に地方税の増税を行って、大阪や鹿児島の
税金を被災地に直接持っていく、これはなかな
か難しいところがございます。
復興財源の考え方としましては、地方はやは

り今回の震災で、これからまた東南海とか、南
海とか、東海とかの地震が起きるのではないか
とか、全国どこにでも大震災が起きる可能性が
あるということを踏まえまして、緊急にやらな
ければいけない防災事業とか減災事業、例えば
防潮堤を高くするとか、岸壁を直すとか、それ
から、山津波が起きないように危ない所は直す
とか、学校を修繕するとか、こういった事業が
全体の中で１兆円規模で全国で行われることが
ございます。そういった部分について、地方税
の中では、そこは各団体が自分で自分の税金を
使いながら行っていきましょうという方向を一
応念頭に置いているということです。
〔国と地方の税源配分〕
それから、日高さんからお話をいただきまし

た、国と地方の税源配分、それから、地方の財
政赤字をどう解消するかということです。先ほ
ど総務省資料10でご覧いただいたと思います。
そのお話も先ほどいただきましたとおり、大き
く言いますと地方というのは、入りの方は税収
は国の方が多くて、使う方は地方の方が多いと
いう中で、何らかの形でこれは財源移転をしな
ければいけないということです。例えば補助金
という形で国から地方へお金が行く、交付税と
いう形でお金が地方へ行くということで、そこ
を補っているということです。簡単に言うと、
親からもらったお小遣いだと、足りなければち
ょうだいという話になるわけですし、それから、
親からもこんなことにお小遣いを使うのではな
いという話になるわけです。そうすると、子供
もだいぶ大きくなってくると、そんな親の言う
ことはいちいち聞けないということもあります
し、親の方も、だったら自分で稼げという話に

もなってくるわけです。
そういうことから言いますと、やはり基本的

な方向は、自分で使うものは自分で賄っていく
方向かと思います。そのときに、三位一体の改
革のような税源移譲という方法もあると思いま
す。ただ、国も地方も借金だらけというところ
ですので、そういう意味では大きな方向性は、
消費税をこれから引き上げていくというときに、
その配分をその役割に見合った形で見直してい
くというのが１つあると思います。
ただ、消費税だけに頼るのでいいのかという

ことを申し上げますと、１つの方向性としては、
家計の状況を見てみましても、家計の所得と家
計の消費という部分を見ますと、大体リーマン
ショック以後、特に所得の方は下がってきてお
ります。消費は安定的ということもあって消費
税をというところもございますが、ただ、絶対
水準で見ますと、ご案内のとおりやはり所得の
水準の方が当然大体３００兆円で大きくて、消費
の水準は二百数十兆円ということで一定ではあ
りますが、小さいということです。所得の方が
課税ベースが広いこともございますので、先ほ
どの財務省資料④にもありましたが、まだ国際
的に見ても所得課税の水準は低いということも
ございます。そういった課税ベースの広さとか、
世界的な傾向を見ましても、やはり所得課税と
いうところもある程度念頭に置きながら、地方
税も考えていく必要があるかと考えております。
以上でございます。

―――――――――――――――――――――
（林） ありがとうございました。
第１ステージでは、やはり日本の財政が非常

に悪く、従って、税負担を国も地方も増やさざ
るを得ないのではないかという点が指摘されま
した。それは税のボリュームの問題です。ただ、
ボリュームだけが問題であるなら、比例的に上
げればいいということにもなるわけですが、し
かし、タックスミックスをどうするかが、ボリ
ュームとは別の問題として存在します。つまり、
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今の日本の税体系は果たしてこれでいいのだろ
うかという点です。そして、それらと同時に各
税目の構造が現状のままで良いのかといった課
題もあります。
しかも、全体の税のボリュームやタックスミ

ックスについての議論と、特定の事業の財源を
どういう税でもって増税すればいいかという、
限界的な増税のあり方に関する議論とが、同じ
次元で、同じタイミングで行われているもので
すから、なかなか答えが見いだせない。ボリュー
ムの議論はボリュームの議論として切り分けて
やればいいのですが、問題は同時に発生してい
ますので、現実には難しい。そのために、ゴー
ルになかなか行き着かないのだろうという気は
しております。
ただ、日本はこれだけ財政が悪くて、累積債

務は先進国の中でも飛び抜けているにもかかわ
らず、日本の信用がそれほど落ちていないのは、
税について「上げしろ」があることが国際的に
認められているからではないかと思っておりま
す。しかし、いくら「上げしろ」があっても上
げないということを各国が思ってしまった途端
に、日本の信用が落ちてしまうことになります。
その結果波及する問題は日本国内にとどまりま
せん。オープン・エコノミーの中で日本は国際
的にも財政責任を負っていることをもっと説明
をしていかなければならないという気がしてお
ります。
それでは、第２ステージの各論に入りたいと

思います。個別の税制につきまして、財務省の
星野審議官からお願いいたします。
―――――――――――――――――――――

Ⅳ．個別税制の現状と課題

１．社会保障・税一体改革

（星野） それでは各論ということで、各税に
関する話、それから、先ほど申し上げました震
災復興の話、あと、番号制度についても多少触

れることができればと思っております。分量が
多いので時間がかかるかもしれませんが、順次
お話ししたいと思います。
まず、総論のところで申しました附則１０４条

です。これは、自公政権時代の２１年度税制改正
法の附則にこの条文が載っていて、今後の税制
改革の基本的な方向性みたいなものがここで規
定されております。政権交代をしても、その条
文自体は一応意識されて議論がなされてきて、
それを念頭に置いた上で６月３０日の成案が書か
れているということです。附則１０４条と成案の
中に盛り込まれている税の部分について、一応
対比して載せております（資料⑳１―４）。
今後のスケジュールにつきましても、附則１０４

条に書かれていたスケジュールの大きな枠組み
は、成案では基本的にそのまま踏襲していると
いうことがおわかりいただけるかと思います。
個人所得課税ですが、これも附則１０４条と同

じようなことが書かれております。格差の是正、
所得再分配機能の回復のために、所得控除の見
直しや税率構造の改革を行うということが基本
です。所得税については、過去かなりフラット
化を進めてきたということがございまして、所
得再分配機能をもう少し回復させないといけな
いのではないかといった議論がございます。そ
れから、給付付き税額控除については、所得把
握のための番号制度を前提に検討するというこ
とです。金融証券税制につきましても、その一
体化に取り組むといったことが附則１０４条と共
通ですが、書かれております。
法人課税は、国際的な協調、或いは主要国と

の競争条件といったことや、競争力の強化、国
内での投資、雇用の拡大といった観点から、課
税ベースの拡大と併せて法人実効税率の引下げ
を行うという方向が書かれているわけです。
消費税は先ほど成案で見ていただいたところ

ですが、一番下に複数税率、逆進性の問題につ
いて書かれております。附則１０４条の方は、「歳
出面も合わせた視点に立って複数税率の検討等
の総合的な取組を行う」という書きぶりなので
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すが、民主党の政権下では、むしろ単一税率と
いう方向性が出ております。「制度の簡素化や
効率性などの観点から、複数税率よりも給付な
どによる対応を優先することを基本に総合的に
検討する」ということが書かれているわけです。
消費税以外の消費課税については、エネル

ギー課税、車体課税の簡素化や、環境への配慮
の観点からのグリーン化といったことが書かれ
ております。
それから、資産課税、相続税や贈与税の関係

ですが、相続税につきましては、資産再分配機
能の回復、格差の固定化防止ということで、税
率構造や課税ベースを見直して負担の適正化を
行うということで、ここは多少の負担を国民に
より多く求めるという方向になっております。
それから、もう１つ、附則１０４条には書いて

おりませんが、成案の中で、早い段階で高齢世
代から若年世代に資産を移転して、なるべく有
効に活用してもらおうという経済活性化の視点
が加えられておりまして、贈与税はどちらかと
いうと軽減といった方向が打ち出されているわ
けです。
それから、一番下、その他のところですが、

社会保障・税に関わる番号制度の導入といった
ことが指摘されております。

２．所得税

所得税につきましては、先ほど申し上げたよ
うな方向です。資料○２１以下、見ていただければ、
フラット化が進んできて、所得再分配機能をも
う一度取り戻さないといけないといったような
方向性が書かれてございます。

３．消費税

消費税の話を多少させていただきたいと思い
ます。資料○２６は先ほど見ていただいた税収の動
向ですが、消費税収は、約１０兆円前後で安定的
に推移していることがおわかりいただけるかと
思います。
資料○２７は、消費税の５％のうち４％分が国税

ということですが、この４％のうちの２９．５％が
地方交付税として地方に回っておりますので、
実質的な取り分としては、国が５６．４％、地方が
４３．６％ということになります。この国の取り分
が福祉目的化ということで、現在のところは高
齢者三経費、基礎年金と老人医療、介護といっ
たものに充てるということになっているわけで
す。
この使途の整理が平成１１年度の予算で実施さ

れております。下の図でおわかりいただきます
とおり、だんだん高齢者三経費と消費税収との
差の濃い青色の部分が広がって、膨らんでいる
ということです。特に２１年度に基礎年金の国庫
負担割合を２分の１に引き上げてからこの差額
が大きくなってきて、これをどう埋めるかとい
うことが課題になっています。それから、前半
で説明しましたとおり、高齢者三経費から今度
は子育て、少子化対策を含めた四経費に広がっ
ていくわけでして、こういうところをいかにち
ゃんと埋めていくかがこれからの議論というこ
とです。
資料○２８の消費税の税率水準は、日本が各国に

比べて非常に低い５％で、単一税率になってい
ることを示しています。
先ほども申し上げたわけですが、逆進性の議

論をするときに軽減税率という話が必ず出てき
ます。資料○２９の２つ目の○のところ、逆進性対
策としての有効性についてですが、軽減税率を
行うと中高所得者も恩恵を受けます。事業者や
税務当局の事務負担、複雑な事務をしなければ
いけないといったこともございます。それから、
税収のロスということで、軽減税率にしますと、
このロスをそれ以外の方法で税収を確保しない
といけないことになるわけです。こういった課
題をいろいろ考えますと、なるべく制度を簡素
に効率的に設計するという観点からは、現時点
では複数税率よりも給付などによる対応を優先
することを基本に検討するといった方向感では
ないかと考えております。
資料○３０は、それに関係する各国の比較です。

― 213 ―



VRRとありますのはVAT Revenue Ratio と
いいまして、付加価値税の収入の割合というこ
とです。日本のところを見ていただきますと、
５％が税率ですが、VRRは０．６７ということで
す。これは、日本は単一税率ではありますが、
非課税制度とか、簡易課税制度がありますので、
実質的には５％の６７％分の割合で税収を頂いて
いるということです。
例えば、諸外国でフランスのところを見てい

ただきますと、標準税率が１９．６％なのですが、
VRRは０．４９ということで、非課税とか軽減税
率もありますので、実力の税率はその半分ぐら
い、１０％弱ぐらいだということです。ドイツも
標準税率は１９％ですが、VRRは０．５５というこ
とです。他方、ニュージーランドは、VRRが０．９８
ということで、１２．５％の税率についてほぼ満額
で税収として頂いているということです。例え
ば付加価値税の議論などをいたしますと、ニ
ュージーランドの税制というのは１つの理想形
だというような指摘がなされているところです。
資料○３１は面白がって付けているわけではない

のですが、軽減税率をやると様々なことが起こ
りますという話です。いろいろと執行上の線引
きをしないといけない、政治的な配慮とか、経
済との調整で複雑なことが起こりますという例
です。何がぜいたく品かという観点で線引きを
どうするか、国内産業保護上の配慮ということ
で線引きをどうするか、ということです。
例えば、フランスは、キャビアは標準税率で

すが、フォアグラやトリュフは軽減税率といっ
たことが起こります。それから、外食と食料品
の違いということがあります。外で食事をする
ときはサービスなので標準税率、食料品は軽減
税率ということで、店の中で食べられるかどう
かということを基準に線引きをすると、ここに
いろいろ書かれているようなことが起こるわけ
です。この辺はいろいろ利害関係等々が絡んだ
りすると税制が複雑になるという、１つの例と
してご覧いただければと思います。

４．法人税

先ほどご質問の中でも話が出ました法人税の
税率の水準ですが、端的に言って、諸外国に比
べて実効税率は高いということが言えようかと
思います。それで、資料○３３に各国比較の棒グラ
フが出ておりますし、資料○３４に一応推移が載っ
ているわけです。
先ほど申し上げましたとおり、２３年度の税制

改正案は、課税ベースの拡大を行いながら法人
実効税率を５％引き下げ、国の法人税率は現在
の３０％を２５．５％まで引き下げることを盛り込ん
で、国会に提出しておりますが、これがまだ通
っておりません。したがって、何とかこれを通
していただきたいと思っております。
資料○３４の折れ線グラフを見ていただきますと、

２５．５％まで下がってきますと、先進国の中では
結構低いところにきますが、アジアの中国、韓
国、シンガポールといった国々と比べますと、
まだ若干高いかという感じです。

５．相続税・贈与税

先ほど成案の中で見ていただいたことが大体
書かれているわけです。資料○３７に２３年度税制改
正案ということで、法案はまだ通っていません
が、この部分を盛り込んでいるところでして、
相続税については基礎控除の引下げ、最高税率
の引上げといったことで、資産再分配機能の回
復とか、格差の固定化防止を図るということに
なっています。
その一方で、贈与税の方は、税率構造を緩和

することによって、若年世代への移転を促進す
るといったようなことを盛り込んでいるところ
です。

税制改正法案の話が出ましたので、少し飛ん
で資料○４３を見ていただきますと、２３年度の税制
改正法案、これが一応今回の法案でして、赤い
点線で囲まれている部分、個人所得課税、給与
所得控除の見直し、それから、法人税減税等の
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法人課税の改革、今、申し上げました相続税等々
の改正、この辺が盛り込まれていたわけですが、
赤い点線で書かれたところがまだ国会で通って
おりません。納税者権利憲章の策定といった国
税通則法の改正部分も与野党間で異論があって
まだ通っておりません。それ以外の部分につい
ては分離いたしまして、６月に成立しておりま
す。この中にはいろいろな法人税関係の雇用促
進税制なども入っているところです。残った部
分については、復興増税、復興の財源論と一緒
に議論することが与野党合意になっておりまし
て、ここの取扱いも含めて今後具体化が図られ
ると思っているところです。

６．社会保障と税に関わる番号制度

戻っていただきまして、番号制度について触
れたいと思います。資料○３８です。今年の６月に
政府・与党として「社会保障・税番号大綱」と
いうものが策定されまして、公表されておりま
す。この番号制度については、社会保障制度と
税制を一体的にとらえて、社会保障給付の効率
性や透明性、公平性を高めようということを主
眼に、何とか国民に社会保障給付を届けるため
にこの番号が使えないかということを考えてい
ます。あと、その番号を税務面でも利用しよう
という観点で、頭の整理がなされております。
この資料○３８の左側、３つ目の○に書かれてお

りますように、この秋以降、関係法案を国会に
提出して、法案が通れば、平成２６年６月に番号
を個人・法人に交付します。それから、平成２７
年１月以降、社会保障分野、税務分野のうち可
能な範囲で番号の利用を開始していくといった
ようなスケジュールが目途になっているところ
です。
資料○３９は、この番号を税務面で利用する場合

の概要が書かれております。１つポイントは、
番号を付ければ、それでもって全ての所得を把
握できるようになるということではございませ
んで、税務当局に提出をされる納税者からのい
ろいろな申告書だとか、いわゆる法定調書、こ

れに番号を付けて、番号でもって効率的に名寄
せ、突合をして、所得把握を適正化しようとい
うことです。したがって、番号を付ける新たな
法定調書について、どういったものをお願いし
ていくかということを、今後議論して、具体化
していかないといけないということです。
もう一方で、税務面でも番号が入ることによ

って、納税者の方々の利便がかなり向上するよ
うなことができようかと思います。なるべく書
類を省略するとか、パソコンからいろいろな情
報を番号でもって出せるとか、それから、国と
地方にばらばらに出しているいろいろな書類を
電子的に１カ所に集約できるとか、役所間でも
情報交換ができるといったような、納税者の利
便を向上させるという方向で番号を利用できな
いかということも、今後検討していかなければ
いけないと思います。
それから、社会保障の給付、保険料の負担、

あと、税の負担、こういったものを一体的にあ
る程度把握した上で議論をする、負担と給付の
議論、制度設計を今後行っていく上でも番号制
度というのは役立つのではないかと考えており
ます。

７．震災復興対策

資料○４０以降では、震災復興の関係について書
かれています。これはまさに先週から今週にか
けていろいろ議論が進んでいるところです。
まずは復興基本法というものがございます。

復興基本法は基本的な考え方が規定されていま
すが、これは与野党超党派の賛成で成立してい
る法案です。第５条に「国民は、（中略）、相互
扶助と連帯の精神に基づいて、被災者への支援
その他の助け合いに努める」と、それから、第
８条に「復興債の発行等」ということが書かれ
ておりまして、復興のいろいろな費用を賄うた
めに、まずは復興債を発行しようということに
なっているわけです。また、これについては、
その他の公債と区分して管理をするとともに、
あらかじめその償還の道筋を明らかにするとい
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うことになっています。復興債の償還財源の問
題もあらかじめ決めた上で、復興の費用を賄っ
ていこうという考え方です。
それから、資料○４１は、五百旗頭教授が座長を

されました復興構想会議の報告書です。これは
ご覧いただければと思います。
こういったことを受けて、７月２９日に復興の

基本方針が対策本部で決定されております（資
料○４２）。黄色のマーカーで塗ったところがポイ
ントです。復興期間は１０年間、復興需要が高ま
る当初の５年間を「集中復興期間」ということ
で、なるべく前倒しで復興に当たっていこうと
いうことです。
この集中復興期間に見込まれる事業規模です

が、少なくとも１９兆円ということになっており
ます。これについて②の基本的な考え方で、「今
を生きる世代全体で連帯し負担を分かち合うこ
と」が基本だということで、この１９兆円の中か
ら一次補正、二次補正で既にやった分が６兆円
ありますが、それを除いて、あとは歳出の削減、
国の資産の売却、或いは公務員の人件費の見直
し、それから時限的な税制措置、これが増税と
いうことですが、これによって１３兆円程度確保
しようということが書かれているわけです。
それから、次の資料○４２―２ですが、今後の進

め方ということで、２３年度の復興のための三次
補正予算の編成と併せて復興債の発行、税制措
置の法案を策定し、国会に提出するということ
で、税制調査会で検討して、具体的な税目とか
年度ごとの規模、それらの複数の選択肢を出し
てくださいということになっていたわけです。
実は、一昨日、復興対策本部に対して政府税

調から複数の選択肢の検討結果が報告されまし
た。１つは、歳出削減、税外収入についてなる
べく上積みをするといったような議論がござい
まして、ぎりぎり５兆円を何とか歳出削減、税
外収入の確保をいたしますということになって
おります。したがって、復興としての税制措置
は、８兆円を確保するというのが１つです。た
だ、このほかに年金の臨時財源とか、B型肝炎

関係の給付金がさらに加わるということがござ
いますが、震災復興としては８兆円ということ
です。
それから、税制措置としては２３年度税制改正

を行った上で、所得税と法人税について一定の
付加税をお願いするということになっています。
所得税の付加税の税率を、例えばたばこ税の臨
時増税によって多少低くすることも選択肢とし
て考えられるということで、一応２つの選択肢
が示されております。今週、その案が党の方に
投げられて、党の方でいろいろ議論が行われて
おり、党の中の議論も経て、与野党協議に何と
か付したいといったような状況です。
それから、最後になりますが、資料○４４以降に、

今回の震災に対して復興のための税制措置、こ
れは財源を探すための復興増税ではなく、被災
した方、被災した企業に対する税制の軽減措置
をいろいろ行っております。
資料○４４の第一弾というのは、４月に法案を提

出し、既に国会を通しております。一次補正と
一緒に通しておるわけですが、これが資料○４４で
す。
資料○４５が第二弾ということで、現在検討を進

めているところです。例えば法人税で「復興特
別区域に係る税制上の特例措置」といったこと
が書かれておりますが、これは被災地を特区に
して、いろいろな事業の規制を緩和したり、あ
るいは雇用が重要なので、その雇用に着目した
税制上の措置を設けたりできないかといった議
論が進んでおりまして、例えば、設備投資への
減税などを盛り込む方向でいろいろと議論をし
ているところです。
そのほか、ここにリストアップされている項

目につきまして、被災地からの要望も受けて、
税の軽減措置もこの秋に追加的に講じる予定と
いうことです。
私からは以上でございます。

―――――――――――――――――――――
（林） ありがとうございました。それでは、
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杉本課長、お願いいたします。
―――――――――――――――――――――

Ⅴ．個別地方税制の現状と課題

（杉本） それでは、地方税の方をご説明させ
ていただきます。大きな例えば所得課税という
考え方とか、法人課税という考え方については、
今、ご説明いただいたところと重なっておりま
すので、私からは地方税特有の部分について、
ポイントを絞りながらご説明をさせていただき
たいと思います。

１．個人住民税

資料14は、今後の方向性について２３年度の税
制改正大綱の中に書かれたものを、大きく税目
別に掲げさせていただいております。その中身
を見ながらの方がいいと思いますので、資料15
に進んでいただければと思います。
まず、個人住民税についてですが、上のとこ

ろに四角く囲ってありますように、一番大きな
特徴は、広く住民が地域社会の費用を分担する
ということでして、いわゆる地域の会費という
ような言い方をしております。所得税とは異な
って、所得割についても一定税率で課している
という特徴がございます。
それから、均等割と所得割と分かれておりま

すが、実は、住民税といわれていますのは、市
町村民税と道府県民税に分かれておりまして、
市町村民税が３，０００円、道府県民税が１，０００円の
均等割になっております。
一番右側の納税義務者数ですが、個人住民税

の均等割は約５，９００万人、それから、所得割は
５，５００万人で、所得税の納税義務者数に比べて
広くなっているということです。広く薄くご負
担いただくというのを基本にしているというこ
とです。
資料16がいわゆる三位一体の改革で税源移譲

を３兆円されましたと先ほど申し上げましたが、
その具体的な中身です。平成１８年度までは、個

人住民税につきましても所得区分に従いまして
市町村民税と県民税を合わせて５～１３％の税率
で課していました。これを５％だったものを
１０％にするために、国から所得税から税源移譲
を行い、１３％の３％分のところを国の方に持っ
ていくということで、トータル３兆円の税源移
譲を行いまして、真ん中にあります１０％の税率
にフラット化をしたということです。
一番下に書かせていただいておりますが、こ

れで個人住民税の応益原則を強化した、地域の
会費というふうにしてきたということです。そ
れから、併せて所得税の方は、累進性が強化さ
れたということが行われたわけです。
方向性としましては、やはり所得と消費と考

えた場合には、所得の方が課税ベースが広いと
いうこともありまして、次の税制の抜本改革の
ときには、できるだけ個人住民税の強化につい
ても考えていく必要があるかと思っております。

２．地方法人課税

資料17では、法人税、法人住民税、法人事業
税と書いております。実は、地方の法人課税は、
基本的に国の法人税の法人税額なり、法人の所
得計算のところに負っているということがわか
っていただけるようにということで、資料を作
らせていただいております。法人住民税であれ
ば、国の法人税額に市町村が１２．３％、都道府県
が５％の税率をかけて法人住民税というのはで
きております。均等割は別にございます。それ
から、事業税の方は都道府県分ですが、所得割
というのは、法人税の所得を使っているという
ことになります。
ただ、独自の部分といたしましては、平成１６

年度から外形標準課税といっておりますが、付
加価値割とか、資本割というものが入れられて
おりまして、これが地方税的だといわれている
ところです。これは資本金１億円超の法人に対
するものです。
資料18は、今回の税率の引き下げを、地方税

の中でもこれは実効税率というところで、表面
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税率は事業税、法人住民税は変わっておりませ
んが、法人住民税は先ほど申し上げたように法
人税額を課税標準に置いていますので、法人住
民税の実効税率も下がるということで、トータ
ル５％強の実効税率の軽減ということになって
おります。
資料19は、方向性についてですが、これは平

成２０年度に行いました地方法人特別税の仕組み
のところを書いております。これはどういうこ
とでやったかというと、もともとは、先ほどの
資料13でもご説明を申し上げましたが、１つは
今後の地方税の方向性としましては、地方消費
税の充実と申し上げました。他方で、地方法人
課税のあり方を見直すということがいわれてお
ります。その趣旨は、一番最初に申し上げまし
たように、地方の都道府県の法人関係税の割合
が非常に高くなっているということです。都道
府県も安定して本来税収が必要な中で、非常に
上がったり下がったりが大きいということで、
できるだけ法人課税の割合を小さくしていく必
要性を感じているところです。
そういう考え方に基づきまして、平成２０年度

にこの制度を取り入れております。それまでの
法人事業税、改正前という一番左側ですが、そ
の全体の税収規模に対しまして、消費税の１％
相当分、当時約２．６兆円でしたが、その分の法
人事業税分を、これは都道府県税であったもの
を地方法人特別税ということで切り出しまして、
この分を国税としていったん吸い上げて、都道
府県に対して消費税に近い形で交付を行うとい
うことにいたしております。そうすることで、
法人税の形を取りながら消費税的に安定した税
収が得られるというようなことを実現しており
ます。
ただ、この場合は東京都の税収を単純に言う

と取り上げて、地方部にばらまいているという
構造になっています。大阪も同様ですが、そう
いう構造になっておりますので、これを税制と
して何とか消費課税の方に振り替えられないか
というのが１つの方向で、先ほど申し上げた状

況になっているということです。

３．地方消費税

資料20からが地方消費税の関係です。先ほど
星野さんからお話しいただいた、国と地方の消
費税の取り分というのが資料21に書いておりま
して、５％のうちの４％と１％に分けておりま
すが、その４％の中でも地方交付税分があると
いうことで、全体として４３．６％が地方の方に行
っているというものです。
それで、これを今後どうしていくかというこ

とが資料22からの社会保障・税一体改革の成案
のところで書かれているわけです。
議論がどう進んでいるかを一番わかりやすく

ご説明するため、資料23を先にお開きいただき
たいと思います。ここに書かれておりますのが、
これは議論の最初というか、改革の成案を作る
ときの最後の段階で、地方の方からの考え方と
いうことで総務大臣が出させていただいたとこ
ろです。と言いますのは、その段階の社会保障
の案が、社会保障改革に示された中で、これか
らの社会保障に必要な経費が、国と地方の中で
国庫補助事業に限定がされていたということが
ありまして、地方の方がそれだと実態に合って
いないということで、いろいろと議論になった
ということがここの１～４のところに書かれて
おります。
結論としましては、４番のところに書かれて

おりますが、社会保障と税の一体改革を検討す
るには、「地方単独事業」を含めた社会保障サー
ビス全体像を考えて、財源問題を議論する必要
があるということを言っております。
その中身を簡単に言いますと、補助事業と地

方単独事業というのが資料24の左側と右側に書
かれているわけですが、それまでの案の中の役
割分担のお金の計算のところに書かれていたの
は、この補助事業に係る部分の経費だけが書か
れていたということです。しかし、実際には地
方単独事業という中には、例えば予防接種であ
れば実際に接種を行う経費とか、がん検診の中
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でも子宮がん、乳がん以外の検診は地方がやっ
ているとか、保育所の関係でも私立以外の公立
の保育所も当然地方が運営しておりますし、国
民健康保険についても、保険料負担を地方単独
事業で行っているということです。こういった
ものを全体像でとらえないと、社会保障改革全
体の経費が賄えないのではないかというような
ことを申し上げまして、資料22からの成案がで
きたということです。
そういうことで、今後これから何をするかと

いうことにつきましては、資料22―１の下の方
のⅡの２に書いております。地方単独事業を含
めて社会保障給付の全体像と費用推計をまず整
理するということで、今、地方公共団体に対し
てどういう単独事業を行っているか、そういう
ことを調べておりまして、それを基に国と地方
で今後どのように税源を分けていくのかという
議論をしていこうというところです。

４．固定資産税

それから少し飛びまして、資料27は、固定資
産税の動向です。これは現在は安定的な推移を
見ているところです。

５．地方税法による政策税制措置

資料28は、政策税制というものがどうなって
きたかということです。上の方の左から少し右
を見ていただきますと、平成２１年現在が２８６項
目だったものが、２２年改正後は２４１項目になり、
２３年改正後は１９７項目になっているということ
です。これはいわゆる租税特別措置といわれる
ものですが、こういった形で減らしてきている
という状況が見て取れるかと思います。これは
税制のある意味、ゆがみを改善していこうとい
う考え方と、地方分権の方向性というのをとら
まえながら、こういうふうな方向で地方税はや
ってきているということです。

６．地方税の電子化

それから、温暖化税は置いておきまして、電

子化のところをご説明させていただきます（資
料31）。いわゆる e―Tax という国税がやってい
る電子化と併せまして、地方税でも eLTAXと
いうのをやらせていただいております。これに
ついては、資料31の一番上のところにあります
が、接続団体につきましては、もう既にすべて
の都道府県と市町村が入っているというところ
です。
一方で、資料31の２つ目の○のところに書い

ておりますが、実際に申告が電子的に受け付け
られる団体というのは、この平成２２年度末では
６０％程度でした。現在それを一生懸命引き上げ
ておりまして、今年度末には団体数で７２％程度、
人口カバー率では８７％程度になるというところ
ですが、これはできるだけ引き上げていきたい
と考えております。
資料32は電子化した場合のメリットで、先ほ

ど星野さんからもご説明があったことが、地方
でも同じようなことが起きるということです。

７．震災復興対策

これは書いておりませんが、復興増税で地方
の特有の部分で申し上げますと、先ほど申し上
げたような税の特性ということもございますが、
今の具体的な案として地方税で上げております
のは、個人住民税の均等割を５年から１０年、５００
円から２，０００円程度引き上げることで、全国の
地方団体で必要な緊急的な防災、減災事業に充
てていこうという案を出させていただいている
のが１つです。
それから、復興支援、被災地に対する支援と

いう税制の中では、被災地の固定資産税、特に
海辺の一斉に津波で流れてしまったようなとこ
ろの固定資産税を平成２３年度分は免除するとか、
車が流れてしまったらその車についての免除の
措置、それから、新しく車を買った場合の自動
車税の非課税といったことをさせていただいて
いるところです。今後とも第３次補正に併せて
新しい支援税制を今、検討中です。
以上でございます。
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―――――――――――――――――――――
（林） ありがとうございました。
それでは、北前さん、お願いいたします。

―――――――――――――――――――――

Ⅵ．個別税制の現状と課題につい
ての討論

〔復興税制について〕
（北前） それでは、私から、先ほどの総論部
分の話の続きとして、何点か意見を述べさせて
いただきたいと思います。
まず、復興税制についてですが、これは今ま

さに議論されている途中です。これにつきまし
ては、やはり被災地の再起を強力に支援して、
早期の震災復興を図るということが最優先とし
ながらも、同時に国内産業の空洞化抑止とか、
産業企業の競争関係の改善にも配慮したバラン
スの取れた対策がやはり重要であると考えてお
ります。
このような観点から震災の復興財源を確保す

るための税制について考えますと、基本的には
復興財源のベースは法人税に求めるべきではな
くて、国民全体が広く薄く負担することとなる
消費税などがふさわしいのではないかと考えて
おります。もちろん震災復興のためには、まず
は行政の効率化と徹底した歳出削減が前提です
が、税制におきましても消費税をはじめ、法人
税、所得税、相続税などの税体系全体を見直す
ことが必要であると理解しております。
しかしながら、早期の復興と同時に、経済活

力の増進に主眼を置いた成長の実現が喫緊の課
題とされている現状では、法人税に一次的な復
興財源を求めるべきではないと考えております。
〔法人実効税率の引き下げ〕
その法人税についてでありますが、現在のわ

が国の企業が置かれている厳しい経済情勢をか
んがみますと、やはり空洞化抑止、競争力強化、
これへの対応は待ったなしに着手すべき課題で
あるということです。これを税制面から支援す

るものとして、やはり当初ありました法人実効
税率の引き下げを早急に実行することが必要で
あると考えております。もちろんこれは税の引
き下げだけではなくて、これに実効性を持たす
ためには、同時に経済対策ということが不可欠
でありますが、産業全体にかかわるソフトイン
フラであります税制面からの支援というのは、
わが国経済の持続的成長を図るための重要な基
礎となるものと考えております。
さらにその効果を高めるものとしましては、

先ほど来話が出ておりましたが、研究開発促進
税制の拡充とか、再生可能エネルギーの普及に
資する投資促進税制の新設、こういうわが国が
必要とするものをやっていくことも必要ではな
いかと考えています。
〔消費税について〕
消費税につきましては、国民の将来の不安を

払拭すると企業も継続して事業を安心してでき
るということで、社会保障制度の安定と財政の
健全化が必要不可欠であると考えております。
そのためには、まずは年金、医療、介護、この
制度の徹底的な効率化が必要でありますし、そ
れによって膨らむ社会保障支出を抑制するとい
うことです。それでも足りない財源を消費税の
引き上げによって賄うという考え方につきまし
ては、多くの国民は反対しない、かなり国民の
コンセンサスを得られているのではないかと考
えています。特に震災の発生で先行き懸念が強
くなって、わが国の社会保障制度の先行きとか、
財政の持続性に対する危機意識というのは、非
常に国民の間でも強くなっていると思います。
６月３０日に決定されました社会保障と税の一

体改革案、ここでは２０１０年代の半ばまでに、段
階的に消費税率を１０％まで引き上げると、諸費
税率１０％が明記されております。これは党派を
超えて協議を進めていくスタートということで、
ここについては評価をしております。これを機
に改革が前進することも期待しております。
しかしながら、消費税率の１０％にする時期が

２０１０年代の半ばということで、もう２０１１年です
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から、ここに来てまだ時期が非常にあいまいで
あるということと、経済状況の好転という条件
も付いております。これについても、何をもっ
て経済状況が良い、悪いという判断をするのか
ということも、なかなか難しいところでありま
す。むしろ期限をきっちりと決めて、その目標
に向かって進んでいく姿勢を示すことが必要で
はなかったかと考えております。
なお、消費税の増税については、その意義を

十分に評価いたしますが、ただ、先ほどもお話
が出ておりましたが、税の中立性とか簡素性、
それから事業者の事務負担という観点からも、
複数税率というふうなあまり複雑な制度は採用
すべきではないと考えております。
〔地方税制について〕
地方税制につきましては、地方経済の活性化

のために何をするべきかという観点からお話を
させていただきたいと思います。
地域への財源移譲に関してですが、現在、消

費税率の５％のうち１％が地方消費税ですが、
社会保障と税の一体改革の中でこの消費税の増
税を検討するということでありましたら、先ほ
どの社会保障サービスにおける国と地方の役割
分担に基づく税収配分を今後どのように取り扱
われるのかという点と、現政権下でいわれてお
ります地域主権の確立に向けた取り組みの中で、
地域への権限委譲、それに伴う財源の移譲、こ
れを今後どのように進めていくのかをご教授い
ただきたいと考えております。
〔国際会計基準・コンバージェンスと税制につ
いて〕
最後に、国際会計基準の導入、それから、日

本基準の国際会計基準へのコンバージェンス、
この税制との関係について述べさせていただき
たいと思います。
会計の国際化が叫ばれている中で、わが国の

会計基準の改訂が頻繁に行われております。ご
存じのようにわが国の税務は、会計数値をベー
スに税金計算がなされてきております。われわ
れ企業サイドとしましては、急速に乖離してい

く会計と税務のルールのギャップに戸惑いがあ
りますが、それを人的コストやシステムコスト
を負担して対応しているというのが現状です。
会計制度の変更によりまして、企業、産業サイ
ドの対応コストや税務上の追加の負担が増加し
ないような柔軟な対応を期待しております。
私からは以上でございます。

―――――――――――――――――――――
（林） ありがとうございました。それでは、
日高さん、お願いします。
―――――――――――――――――――――

〔震災復興の財源〕
（日高） まず震災復興の財源についてなので
すが、個別の中で消費税につきましては、社会
保障の財源、恒常的な今後の支出の中で、安定
的な財源を求める中で、消費税の増税が検討さ
れているということです。もちろん国だけでは
なくて、地方の方でもやはり消費税というのが
大事な安定財源として挙がっているということ
がある一方で、今回の震災復興についてはそれ
が少し違う話になっているような気がいたしま
す。
震災復興は、政府支出が必要であるというこ

とですが、今年度新たに一時的に発生したとい
うことが１つの特徴でありますし、その目標と
しましては、震災で失われた社会資本或いは民
間資本というものを復旧していくことがその使
い道になっていくわけです。復興債でそれを賄
うという案もあるわけですが、日本国債の信用
を確保するためには、その財源措置の明確化が
必要であるということで、具体的な財源措置、
税の手当ということがいわれていると考えられ
ます。
復興債の財源手当として具体的に挙がってい

るのが、所得税、法人税の定率の増税です。償
還期間が将来世代に負担を回さないように１０年
或いは５年というような短期が挙がっています。
短期で償還してしまうことについては、先ほど

― 221 ―



の新たに一時的に発生した事柄であるとか、或
いは民間資本、社会資本の復旧に充てることに
は合致せずに、３つ目に挙げた日本国債の信用
のために財源措置をする、短期間で明確にする
ということには、目的としては合っているかと
思います。
ただ、国債の信用の問題については、復興債

だけではなくて、国債全体或いは累積した赤字
全体の問題ですので、それだけのために短期間
で復興債の財源を区切る必要があるのかどうか
というのが、私としては一番大きな疑問になっ
ております。
特に震災の復興費用は一時的に発生したこと

ですので、やはりこういうものが埋蔵金である
ような一時的な財源を充てるというのがまず基
本であると考えられます。それから特に失われ
た社会資本を充実させていく、復旧していくこ
とになると、これは今後復旧されたものという
のは長期間使われる、いわゆる建設国債と同じ
ような発想になってもいいのではないかという
ことです。将来世代も新しく復旧された社会資
本を使うことになりますので、もっと長期で考
えてもよろしいのではないかということになる
と思います。
ですから、現存世代の負担と将来世代の負担

ということで、現在抱えている累積債務の問題
や今後発生するであろう社会保障財源の手当の
問題と、震災復興の財源の負担というのはやは
り区別してやっていいのではないかと考えます。
今後長期的に、持続的に発生するような社会保
障財源や累積債務については、すぐに恒常的に
手当をするべきであって、早めに抜本的な税制
改革で対応する必要があるのではないかと思い
ます。
復興債については繰り返しになりますが、１０

年というような短期間で処理する必要が本当に
あるのかどうかということについて、お考えを
お聞かせ願えればと思います。
〔政策税制〕
２つ目は政策税制にかかわるポイントになり

ます。先ほども法人税の実効税率を５％引き下
げるということがございましたし、地方税につ
きましても、政策税制措置を２２年度の２４１項目
から２３年度１９７項目まで減らすというような政
策税制の変更があるということでした。法人税
率も実効税率５％を下げる際に減価償却制度の
見直しであるといった政策税制の見直し、課税
ベースを広げるということが片方では行われて
いるようです。その場合に、実効税率を下げる
けれども、そういった政策税制の見直しによっ
て、企業活動が活発になる、或いは損なわれる
ことにならないのかどうか、そういった検証が
どこまでやられているのかということを少しお
伺いしたいことです。やはり地方税につきまし
ても、政策税制項目をかなり減らすということ、
これは１つには税収確保ということもあるので
しょうが、経済活動のどんな分野にどんな影響
が出るのかということの見通しがあれば教えて
いただきたいと思います。
〔番号制度の導入と eLTAXの実務上の課題〕
３点目は納税環境にかかわることなのですが、

納税者番号制度のような番号制度を入れるとい
うこと、地方につきましては eLTAXの促進を
進めることが掲げられています。これらは納税
のコストを下げるということに非常に寄与する
と考えられますし、それだけではなくて、納税
の情報が十分に蓄積されて、それを分析される
ことによって、より公平な税のあり方或いは効
率的な税のかけ方ということが検討される素材
として非常に大事なものだろうと考えられます。
こういったことが早急に普及することが必要に
なるのだろうと思われます。
特に番号制度を導入することは今、盛んに言

われています給付付き税額控除を進める上では
必要不可欠であろうと考えられていますし、消
費税増税の際にも先ほど話がございましたよう
に、複数税率化ではなくて逆進性緩和のために
は給付の方で何とかしようという、給付で逆進
性緩和をするという案が出ておりますが、やは
りこれにも番号制度というものが不可欠だろう
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と考えられています。
そういったところで進められることが非常に

大事だと思われますが、eLTAXにつきまして
は、租税研究協会の地方税研究会でも企業の実
務担当の方からは、あまり使い勝手がよろしく
ないということが実務面からはあるのではない
かと言われています。これは実際のところどう
いったところに問題点があるのか、お聞かせい
ただければと思います。
以上です。

―――――――――――――――――――――
（林） ありがとうございます。
民間のお二人から各論についてご意見とご質

問をいただきました。震災復興等につきまして
は、既にお答えをいただいている部分もござい
ますが、お二人のご意見に対して、星野さんか
らご説明いただきたいと思います。
―――――――――――――――――――――

〔復興財源〕
（星野） 震災復興の財源を法人税ではなく消
費税でということで、北前さんからご指摘をい
ただきました。実は消費税も含めて、税調の中
ではいろいろと議論が行われたわけなのですが、
実は先週末、選択肢を最終的にどれにするかと
いう段階で総理から指示が出ました。消費税に
ついては、やはり一体改革の財源として考えて
いくのだということで、今回の震災復興は、所
得税と法人税を中心とした組み合わせで考えて
ほしいという指示が出ました。それで、今週、
一応、党側に示されている選択肢の中では、先
ほど説明させていただきましたが、所得税に関
して付加税を行うということになっています。
それから、経済面の配慮ということですが、

法人税については２３年度の改正を行って、基本
的な税率を２５．５％に下げた上で、そこに１０％の
付加税を課すということです。したがって、そ
の出来上がりの税率自体は２８％になるのですが、
税率を引き下げた上で付加税を課すということ

にしております。しかも、その年数は３年に限
るといった組み合わせでもって選択肢が示され
ているというところです。
ここはいろいろな議論があるとは思いますが、

今の財政状況を考えますと、一体改革もすぐに
取り組んでいかないといけませんし、その財源
はやはり消費税に求めていくことが、成案の中
で相当議論されて出てきた結論ですので、その
方針に沿ってこれからも検討していきたいとい
うことです。
復興財源については以上です。

―――――――――――――――――――――
（林） その他は後ほど伺うとして、杉本さん、
いかがでしょうか。
―――――――――――――――――――――

〔社会保障サービスの国と地方の役割分担〕
（杉本） 私の方から地方税の関係についてご
説明させていただきます。
まず、北前さんから、社会保障サービスの国

と地方の役割分担で、どういう方向でどのよう
に計算していくのかということがございました。
先ほどもご説明させていただきましたが、今、
国と地方がどういう役割でどのくらいの量の仕
事をしているかということを検証するために、
取りあえず今までの段階では、国がやっている
仕事の量というのは大体これぐらいですよねと
いう話がわかってきたということです。それか
ら、国庫補助事業に基づいて地方がやっている
のも、ここまでというのも大体わかってきたと
いうことです。問題は、地方単独事業でやって
いる中身がどうなのか、金額のボリュームもそ
うですし、それが本当に無駄なことに使われて
いないのかということも含めて検証しましょう
という段階になっております。
また、子供の医療費の無料化ということをや

っているわけですが、例えば小学校に入る前ぐ
らいまではいいけれども、東京都の２３区では、
中学校を卒業するまでは医療費無料とかいうこ
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とが行われていることは、本当にそこまで国全
体として面倒を見ていいのかというご議論もあ
ります。これも昔は３歳以下でないと駄目だと
言っていたのが、徐々に全国に広がり、もう小
学校以下は当然になっていて、小学生ぐらいま
では普通という状況にもなっています。これは
変わってくるものだとは思いますが、今、その
調査を行っておりまして、これからそれを検証
して、今の、もしくはこの５年後ぐらいの国と
地方の社会保障の役割がどのぐらいになってい
くのかというところを見た上で、取りあえず
５％を１０％にするという方向性になっておりま
すが、その内訳を決めていこうということにな
っているのかと思います。
〔権限移譲と財源移譲の関係〕
権限移譲と財源の移譲の関係ですが、これに

ついては、今、国から地方に権限の移譲をと、
特に民主党さんは地域主権という言葉を掲げて
やられているところです。権限移譲という中に
は大きく言えば２つ種類がありまして、１つは

いわゆる規制緩和、自由にやらせるということ
です。これはお金もかかりませんので、それは
それで自由になれば創意工夫が働きますので、
同じ仕事を少しでも安くできる。例えば車は、
必ずこういう道路は２車線で造りなさいという
のを１．５車線といって、通常の所は１車線分の
幅なのだけれども、広げる所だけは広げるとか、
そういう工夫もできるではないかという権限移
譲です。もう１つは、仕事そのものをあげてし
まうということです。これは関西地区でいわれ
ておりますが、国土交通省の出先の地方整備局
を地方に持っていくことになりますと、これは
仕事がきますので、人も移ります。これにはお
金がかかるということで、大きく言えばそうい
ったことについての財源の移譲は当然やってい
く必要があるということです。
それとともに、先ほど総務省資料10の表でご

説明させていただきましたが、税収が、国が６、
地方が４、仕事が、地方が６という中をどうし
ていくのか。これをできれば半々にしたいとい
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うことについては、別途法人課税のあり方とと
もに、引き続き三位一体の改革のようなことを
できないかということも含めて、権限移譲とと
もに考えていく必要があるかと思っております。
〔地方の政策税制〕
日高さんからお話をいただきました、地方の

政策税制というか、企業活動に対して政策税制
を縮めていくことはどういう考え方に基づいて
いるのかということです。正直申し上げますと、
先ほど２８６項目あったのが１９７項目になりますと
申し上げましたが、あれは数ではだいぶ減って
きているように見えますが、実際には適用件数
が少ないとか、金額が小さいものをやっており
ますので、現実に今やっていることは、数億円
程度の増収にしかなっていないことは、全国で
それぐらいですので、ほとんど経済活動への影
響は取りあえずはないとお考えいただければい
いと思います。
そう言いながら、では、何のためにこれをや

っているかというと、地方分権というか、地域
主権のために、今まで国が地方の税金のことに
口を出しすぎているということで、あれもまけ
る、これをまけるということを全部国が指定し
て、まけてもらえる相手までも全部国が決めて
いたところを正しましょうということです。例
えば三重県が亀山にシャープの工場を誘致した
ということがありますが、あれは各都道府県が
自分の身銭を切って軽減措置を行うわけです。
それで企業を呼んでくることをやっているわけ
です。そういうふうに国が口を出すのではなく
て、地方が自分の身銭を切りながらやるような
税制に変えていこうということです。これが進
んでいくと、各団体で創意工夫を凝らしたいろ
いろな税制措置が出てくるのではないかと思っ
ております。
〔地方税の電子化〕
eLTAXが使い勝手が悪いというお話につい

てはごもっともです。使い勝手が悪いといわれ
ている一番大きな理由としましては、先ほども
申し上げましたが、地方団体によってはまだ電

子的にデータが受け取れないというところがあ
ります。そうなると、給与支払報告書を郵便で
送らなければいけないものと電子的に送れるも
のが分かれている。一方が電子的でも残りを郵
送でやらなくてはいけないのだったら、最初か
ら郵送でやった方が早いとかいう話になるわけ
です。そういうことで使い勝手が悪いと思われ
ますので、一生懸命電子的に受けられる市町村
の数を全団体に広げようということで、これは
今、急ピッチでやらせていただいております。
ただ、今、実態を聞いておりますと、例えば

２年半ぐらい前は、１０％ぐらいしか電子的に出
てきているデータがなかったものが、団体によ
ってはもう３割、４割になってきているという
ことで、この２年半ぐらいでもそれぐらい変わ
ってきているということです。これは企業のソ
フトウエアの開発も急ピッチでして、自動的に
郵送と電子的データの振り分けができるような
システムがたくさん出ておりますので、そうい
った企業の努力と、私どもが市町村に一生懸命
１００％になるように、今後とも努力をしていき
たいと思っております。

―――――――――――――――――――――
（林） ありがとうございました。それでは、
星野さん、補足をお願いいたします。
―――――――――――――――――――――

〔復興財源の手当〕
（星野） 復興財源の話だけさせていただいた
のですが、あといろいろ出た質問についても、
まとめてお答えさせていただきたいと思います。
復興の関係では、先ほど言い忘れましたが、

日高先生から、一時的に発生した要因ですし、
社会資本も残るので、短期的な話ではなくても
っと長期的に財源措置を考えればいいのではな
いかといったお話がございました。これも今の
復興財源の議論の中でかなり出てきている議論
です。
ただ、先ほど基本法とか、基本方針の中でも
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ご説明させていただきましたが、復興債という
ことで、一般的な国債とは分けて、しかも償還
財源を今の世代で負担していきましょうという
考え方で一応整理されております。
それは、いろいろ議論があるのですが、１つ

は通常の財政状況であれば、先生の言われたこ
とは十分妥当だと思いますし、ある程度中長期
的に財源を賄って、各世代で負担をすることは
あり得るのだと思うのです。しかし今、これだ
け悪い状況の中で、さらに将来への付け回しと
いうことで、返済の当てのない財源でもって調
達をしていいのかという議論が、この間ずっと
ございました。
それから、震災でインフラが破壊されており

ますので、造られるものについては確かに将来
効能があるのですが、効能を発揮する前に壊れ
てしまったインフラをもう１回建て直すという
こともございます。あと、今後やはりいろいろ
な災害が起きてくる、例えば南海、東南海地震
の可能性などいろいろなことがいわれておりま
すので、やはり今回発生した財政需要について
は、何とか今の世代の中で償還の目途を付けて
おかないと、今のような対応力の無くなった財
政がますます信用を失っていくことになってし
まうのではないかということで、今回は現世代
で何とかそこは負担をしましょうという考え方
で、基本方針が作られているということです。
〔政策税制〕
それから、今後、実効税率の引下げですとか、

さまざまな投資促進、研究開発税制等々を考え
ていくべきではないかといった観点から、北前
さん、日高さんからご指摘がございました。
繰り返しになりますが、問題意識は、そのと

おりだと思っております。この局面ではやはり
法人の競争力、足腰を強めていかないといけな
いというのは、そのとおりだと思っております。
例えば２３年度改正案でも、先ほどご指摘があっ
た再生エネルギーに関して、環境関連投資促進
税制を新たに措置します。それから、研究開発
税制自体は非常に重要な税制だと思っておりま

す。
今回実は、復興財源の関係で、２３年度改正案

を何とか通していただきたいと思っているので
すが、今回の税率の引下げの減収分を多少補て
んするために、R&D減税について３０％の税額
控除の頭打ちを２０％に引き下げることが盛り込
まれているわけです。これもリーマンショック
後、法人税収が大変落ち込んで、頭打ちの２割
を引き上げないとなかなかこの制度が利用でき
ないという、そういう特別な状況を見越して２
年前に作った特例措置です。そういった特別措
置を若干縮小しているわけですが、基本的にR
&Dの促進税制自体は残すということです。戦
略的に重要な税制自体はきちんとこれからも残
す検討をするということで、法人のサポートを
していかないといけないと考えております。
〔消費税〕
あと、一体改革の関係で、消費税率の引上げ

時期が２０１０年代半ばということであいまいにな
ったとか、経済状況についていろいろ留保が付
いているといった話、それから、複数税率では
なくて単一税率が望ましいといったご指摘を北
前さんからいただきました。私どもの問題意識
も本当に全くそのとおりです。
２０１０年代の半ばという話は、成案取りまとめ
の際に、いずれにしても２０１４～２０１６年のいずれ
かであるとの意思確認がきちんとされておりま
すし、今後、具体的な制度設計をしていく過程
では、その辺をちゃんと明らかにしてやってい
くことになると思います。秋以降の議論で明ら
かになると思います。それから、経済状況の判
断にしても、そこは総合的な判断をするのだと
いうことになっておりまして、そこはまさに税
制改正を行っていく上で、足かせにならないよ
うな形でいろいろと議論が行われていくのでは
ないかと思っております。
〔番号制度〕
それから、番号制度について日高先生からご

指摘がございましたが、まさに番号制度につい
てご理解をいただき、必要な制度だというご指
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摘をいただいて、大変ありがたいと思っており
ます。
〔国際会計基準〕
最後に、国際会計基準の話について、北前さ

んからご意見をいただきましたが、これ自体は
確かに税制に、のれんの話ですとか、減価償却
とかいろいろ影響を及ぼすところがあろうと思
っております。
ただ、いかんせんこの基準の導入自体も多少

先の話ですし、それから、検討をすることもま
だまだ多岐にわたりますので、そういった議論
をよく注目して、対応していきたいと思ってお
ります。
以上でございます。

―――――――――――――――――――――

おわりに

（林） ありがとうございました。
星野さん、杉本さんからは、お答えになりに

くいだろうなと思うようなことまで、ご発言を
いただけたのではないかと思っております。
税というのは、やはり理屈どおりいかない部

分があります。私も租研に関わり始めた若いと
きから比べると随分現実的な感覚を持つように
なりました。例えば消費税を目的税化するのは
よくない。それはそのとおりなのですが、最近

では、やはり消費税の引き上げを国民の理解の
下でやろうとするならば、それもまた仕方がな
いかなと思うようになってきました。或いは、
先ほど日高さんがおっしゃったように、復興債
は１０年でいいのか、短過ぎるのではないかと考
えています。しかし、星野さんがおっしゃった
ように、国際的な信用を勝ち取るためには、や
はり１０年で返すことも意思表示しなければいけ
ない。そういうことも含めて国民に十分に説明
し、そして納得してもらおうということが必要
になってきている。これほどに難しい問題を抱
えているのが税制だと思います。
租研が意見書を出しております。今までと違

って、バックデータも少し入れながら、どう考
えたってやはり租研の言っていることは正しい
というような意見書になっているように私は思
います。お集まりいただきました皆さんには、
これをぜひお読みいただきたいと思います。た
だ、租研の意見を現実の税制に反映させるため
には、さまざまな障害を取り除いていかなけれ
ばなりません。抜本税制改革に向けて、国民的
な議論に高まっていくように期待をしておりま
す。
２時間を過ぎておりますが、ご清聴どうもあ

りがとうございました。
―――――――――――――――――――――
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